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期

日

平
成
二
十
八
年
八
月
三
日
（
水
）

場

所

教
育
庁
教
育
委
員
会
室

会

議

次

第

一

開

会

二

議

案
議
案
第
一
号

青
森
県
立
高
等
学
校
教
育
改
革
推
進
計
画
基
本
方
針
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

１

議
案
第
二
号

県
立
特
別
支
援
学
校
の
学
科
の
設
置
及
び
廃
止
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

２

議
案
第
三
号

平
成
二
十
九
年
度
青
森
県
立
特
別
支
援
学
校
高
等
部
入
学
者
選
抜
基
本
方
針
案

…
…
…
…
…
…

３

議
案
第
四
号

青
森
県
生
涯
学
習
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

５

議
案
第
五
号

青
森
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

６

議
案
第
六
号

青
森
県
教
育
委
員
会
の
附
属
機
関
等
の
管
理
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
指
針
案

…
…

７

議
案
第
七
号

県
重
宝
及
び
県
技
芸
の
指
定
並
び
に
県
技
芸
の
保
持
団
体
の
認
定
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…

９

三

そ
の
他

各
地
区
の
中
学
校
卒
業
者
数
及
び
県
立
高
等
学
校
の
募
集
学
級
数
の
見
込
み
並
び
に
重
点
校
、
拠
点
校
、

地
域
校
の
試
案
等
に
つ
い
て

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
別
紙

四

閉

会



議

案

第

一

号

青

森

県

立

高

等

学

校

教

育

改

革

推

進

計

画

基

本

方

針

に

つ

い

て

青

森

県

立

高

等

学

校

教

育

改

革

推

進

計

画

基

本

方

針

を

、

別

紙

「

青

森

県

立

高

等

学

校

教

育

改

革

推

進

計

画

基

本

方

針

」

の

と

お

り

定

め

る

。
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議
案
第
二
号

県
立
特
別
支
援
学
校
の
学
科
の
設
置
及
び
廃
止
に
つ
い
て

左
記
の
と
お
り
県
立
特
別
支
援
学
校
の
学
科
を
設
置
及
び
廃
止
す
る
。

記

一

学
科
の
設
置

学
校
名
、
部
、
設
置
す
る
学
科
、
修
業
年
限
及
び
障
害
種
別

(一 )

学

校

名

部

学

科

修
業
年
限

障
害
種
別

普
通
科

青
森
県
立
八
戸
高
等
支
援
学
校

高
等
部

三
年

知
的
障
害

産
業
科

設
置
の
時
期

（二）

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

二

学
科
の
廃
止

学
校
名
、
部
、
廃
止
す
る
学
科
、
修
業
年
限
及
び
障
害
種
別

(一 )

学

校

名

部

学

科

修
業
年
限

障
害
種
別

青
森
県
立
八
戸
第
二
養
護
学
校

高
等
部

普
通
科

三
年

知
的
障
害

廃
止
の
時
期

(二 )

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

（
た
だ
し
、
廃
止
の
日
に
当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
）
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議
案
第
三
号

平
成
二
十
九
年
度
青
森
県
立
特
別
支
援
学
校
高
等
部
入
学
者
選
抜
基
本
方
針
案

平
成
二
十
九
年
度
青
森
県
立
特
別
支
援
学
校
高
等
部
入
学
者
選
抜
基
本
方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
度
青
森
県
立
特
別
支
援
学
校
高
等
部
入
学
者
選
抜
基
本
方
針

青
森
県
立
特
別
支
援
学
校
高
等
部
に
お
け
る
入
学
者
の
選
抜
は
、
こ
の
方
針
に
よ
っ
て
実
施
す
る
。

入
学
者
の
選
抜
は
、
教
育
の
機
会
均
等
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
公
正
か
つ
妥
当
な
方
法
で
、
高
等
部
を
設
置
す
る
各
特
別
支
援

学
校
及
び
学
科
の
特
色
に
応
じ
、
能
力
・
適
性
、
意
欲
、
努
力
の
成
果
な
ど
を
様
々
な
観
点
か
ら
評
価
し
、
適
正
に
選
抜
さ
れ
る

よ
う
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
別
支
援
学
校
の
通
学
区
域
は
、
県
下
一
円
と
す
る
。
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二

入
学
者
の
選
抜
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

出
願
は
、
一
人
、
一
校
一
学
科
に
限
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
青
森
県
立
盲
学
校
に
出
願
す
る
場
合
は
、
普
通
科
と
保

(一)
健
理
療
科
と
の
間
で
第
二
志
望
を
認
め
る
。

選
抜
は
、
中
学
校
等
の
校
長
か
ら
提
出
さ
れ
る
調
査
書
、
各
特
別
支
援
学
校
で
実
施
す
る
面
接
の
結
果
及
び
必
要
に
応
じ

(二)
て
実
施
す
る
諸
検
査
の
結
果
を
選
抜
資
料
と
し
、
総
合
的
に
判
定
し
行
う
も
の
と
す
る
。

に
か
か
わ
ら
ず
、
青
森
県
立
青
森
第
二
高
等
養
護
学
校
又
は
青
森
県
立
八
戸
高
等
支
援
学
校
の
産
業
科
に
出
願
し
、
合

(三)

(一)

格
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
知
的
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
（
青
森
県
立
八
戸
高
等
支
援
学

校
を
含
む
。
）
の
普
通
科
に
出
願
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

面
接
及
び
諸
検
査
は
、
障
害
の
特
性
・
状
況
に
十
分
配
慮
し
て
適
切
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

四

選
抜
に
当
た
っ
て
は
、
各
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
入
学
者
選
抜
委
員
会
を
設
け
、
公
正
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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議
案
第
四
号 

 

 
 

 

青
森
県
生
涯
学
習
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て 

 

 
青
森
県
生
涯
学
習
審
議
会
委
員
の
人
事
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

天 

内 

不
二
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上 

澤 
 

 

司 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

奈 

良 

陽 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

長 

岡 

俊 

成 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡 
 

 

詩 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

菊 

地 

倫 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

奥 

島 

涼 

子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

白 

戸 

美
也
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

出 

崎 

真 

里 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

柏 

谷 
 

 

至 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

松 

本 
 

 

大 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住 

吉 

治 

彦 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

増 

田 

由
美
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

春 

藤 

千 

秋 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工 

藤 

清 

子 

 

青
森
県
生
涯
学
習
審
議
会
委
員
を
委
嘱
す
る 

 

 
 

任
期
は
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
八
月
二
十
日
ま
で
と
す
る 

 

平
成
二
十
八
年
八
月
三
日 

青 

森 

県 

教 

育 

委 

員 

会
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議
案
第
五
号 

  
 

 
 

青
森
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て 

 
 
  

青
森
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委
員
の
人
事
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月 

永 

良 

彦 

青
森
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委
員
を
免
ず
る 

 

成 

田 

一
二
三 

 

 
 
 

青
森
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委
員
を
委
嘱
す
る 

  
 
 

任
期
は
平
成
二
十
八
年
八
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
二
日
ま
で
と
す
る 

 
 
 
 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青 

森 

県 

教 

育 

委 

員 

会 
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議

案

第

六

号

青

森

県

教

育

委

員

会

の

附

属

機

関

等

の

管

理

に

関

す

る

指

針

の

一

部

を

改

正

す

る

指

針

案

青

森

県

教

育

委

員

会

の

附

属

機

関

等

の

管

理

に

関

す

る

指

針

の

一

部

を

改

正

す

る

指

針

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。
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青森県教育委員会の附属機関等の管理に関する指針の一部を改正する指針

第１５を第１６とし、第１４を第１５とし、第１３を第１４とし、第１２を第１３とし、

第１１を第１２とし、第１０を第１１とし、第９を第１０とし、第８を第９とし、第７の

次に次のように加える。

（若年層の委員の選任への配慮）

第８ 県教育行政に対する県民の意見の反映を機能として有する附属機関の委員の選任に

当たっては、その機能が十分発揮されるようにするため、若年者（４０歳未満の者をい

う。）の委員が含まれるよう努めるものとする。

附 則

この指針は、平成２８年８月３日から施行する。
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議

案

第

七

号

県

重

宝

及

び

県

技

芸

の

指

定

並

び

に

県

技

芸

の

保

持

団

体

の

認

定

に

つ

い

て

青

森

県

文

化

財

保

護

条

例

（

昭

和

五

十

年

十

二

月

青

森

県

条

例

第

四

十

六

号

）

第

四

条

第

一

項

、

第

二

十

四

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

、

次

の

表

に

掲

げ

る

も

の

を

県

重

宝

及

び

県

技

芸

に

指

定

し

、

並

び

に

県

技

芸

の

保

持

団

体

と

し

て

認

定

す

る

。

一

県

重

宝

に

指

定

す

る

も

の

種

別

名

称

員

数

所

在

地

所

有

者

県

重

宝

遠

山

家

日

記

一

一

一

点

八

戸

市

大

字

糠

塚

字

下

道

二

の

一

八

戸

市

(

歴

史

資

料

)

二

県

技

芸

に

指

定

す

る

も

の

種

別

名

称

県

技

芸

津

軽

塗

三

県

技

芸

の

保

持

団

体

に

認

定

す

る

も

の

県

技

芸

の

名

称

保

持

団

体

の

名

称

津

軽

塗

津

軽

塗

技

術

保

存

会
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[その他] 
 

   各地区の中学校卒業者数及び県立高等学校の募集学級数の見込み 

   並びに重点校、拠点校、地域校の試案等について 
      第１期実施計画に関する今後のスケジュールについて 

 
平成２６年度 
 ・６月１２日  青森県立高等学校将来構想検討会議へ諮問 
 
平成２７年度 
 ・７月２７日  青森県立高等学校将来構想検討会議中間まとめ 
 
 ・７月～９月  中間まとめに関する意見募集及び地区懇談会実施 
 
 ・８月～１１月 市町村長との意見交換 
 

  ・１月２５日  青森県立高等学校将来構想検討会議答申 
 
 ・１月～２月  答申に関する意見募集及び地区懇談会実施 
 
 ・２月～３月  市町村長との意見交換 
 
平成２８年度 
 ・５月１１日  基本方針（案）公表 
 
 ・５月～６月  基本方針（案）に関するパブリック・コメント及び 
         地区懇談会実施 
 

  ・８月 ３日  基本方針決定 
          重点校、拠点校、地域校の試案等公表 
 
  ・９月～１月  地区意見交換会（仮称）を県内６地区で実施 
         （各地区３回程度） 
   
 平成２９年度 
  ・第１期実施計画（案）公表 
 
  ・第１期実施計画（案）に関するパブリック・コメント及び地区懇談 
   会実施 
 
  ・第１期実施計画決定 
 
 平成３０年度 
  ・第１期実施計画開始 

別 紙
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平成２８年８月３日 

青森県教育委員会 

 

  各地区の中学校卒業者数及び県立高等学校の募集学級数の見込み 

  並びに重点校、拠点校、地域校の試案について 
 

 青森県教育委員会では、社会の変化や生徒数の減少に対応するため、青森県立高等学

校教育改革推進計画基本方針を策定しました。 

 本基本方針では、平成２９年度以降の１０年間で約３，１００人という大幅な生徒数

の減少が見込まれる中にあっても、充実した教育環境を整備し、本県高等学校教育全体

の質の確保・向上を図るため、重点校、拠点校を配置し、各高等学校が連携しながら特

色ある教育活動を充実させるとともに、各地域の実情に配慮し、地域における通学状況

を考慮した上で地域校を配置し、高等学校教育を受ける機会を確保することにより、本

県の未来を担う人財を育成する高等学校教育を推進することとしています。 

 このため、県立高等学校教育改革第３次実施計画（平成２１～２９年度）に続く、青

森県立高等学校教育改革推進計画第１期実施計画（平成３０～３４年度）の策定に当た

っては、以下のとおり各地区の中学校卒業者数及び県立高等学校の募集学級数の見込み

並びに重点校、拠点校、地域校（以下「重点校等」という。）の試案を示し、重点校等

を含めた具体的な学校配置等について、地区意見交換会（仮称）等で県民の皆様の御意

見を伺いながら、検討を進めます。 

 

１ 各地区の中学校卒業者数及び県立高等学校の募集学級数の見込みについて 

 第３次実施計画の最終年度である平成２９年度以降も、各地区ともに中学校卒業者

数の大幅な減少が見込まれています。 

  このことに伴い、平成２８年５月１日現在の児童・生徒数等に基づき推計すると、

県立高等学校の募集学級数は以下のように見込まれます。 

 東青 西北 中南 上北 下北 三八 

中
学
校
卒
業
者
数 

H29 

 

2,920人 

 

1,363人 2,552人 1,958人 689人 2,870人

H34 

(対H29) 

2,458人 

(△462) 

996人

(△367)

2,117人

(△435)

1,567人

(△391)

578人

(△111)

2,452人

(△418)

H39 

(対H29) 

2,202人 

(△718) 

866人

(△497)

1,843人

(△709)

1,472人

(△486)

489人

(△200)

2,325人

(△545)

募
集
学
級
数 

H29 

 

54cl 

 

27cl 44cl 43cl 17cl 45cl

H34 

(対H29) 

46～47cl 

(△7～△8) 

19～21cl

(△6～△8)

38～39cl

(△5～△6)

33～34cl

(△9～△10)

13～14cl

(△3～△4)

39～40cl

(△5～△6)

H39 

(対H29) 

41～42cl 

(△12～△13) 

17～19cl

(△8～△10)

34～35cl

(△9～△10)

31～32cl

(△11～△12)

12～13cl

(△4～△5)

37～38cl

(△7～△8)

※中学校卒業者数は、各年３月の見込み。募集学級数は、各年度の全日制課程における見込み。 

[県教育庁高等学校教育改革推進室推計] 
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２ 重点校等の試案について 

（１）重点校について 

  ア 目的 

 選抜性の高い大学への進学に対応した取組とともにグローバル教育や理数教育

等の特定の分野の学習における先進的な取組等、今後求められる人財の育成に向

けた特色ある教育活動の中核的役割を担う高等学校として、県全体の取組を牽引

しながら各高等学校と連携し、県全体の普通科等の質の確保・向上を図る。 

  イ 観点 

 ① 第３次実施計画終了時に、学校規模が１学年当たり６学級以上であること

（西北地区、下北地区の重点校は柔軟に対応）。 

 ② 選抜性の高い大学への進学に対応した取組実績があること。 

 ③ グローバル教育や理数教育等に係る先進的又は特色ある取組等の実績があ

ること。 

  ウ 配置の方向性 

    イの観点を基に総合的に判断し、各地区に１校配置する。 

  エ 期間 

   平成３０年度から平成３４年度までの５年間 

  オ 候補校注 

    東青地区 … 青森高等学校 

    西北地区 … 五所川原高等学校 

    中南地区 … 弘前高等学校 

    上北地区 … 三本木高等学校 

    下北地区 … 田名部高等学校 

    三八地区 … 八戸高等学校 

  カ 想定される取組例 

    重点校が核となり、普通科等の充実に向け、次の例のような取組において、各

高等学校と連携を図ることが考えられる。 

（ア）各高等学校の生徒を対象とした取組の例 

・進路に対する意識の向上を目指した進路探究と自己理解のためのグループ

協議 

・進路講演会 

・本県高等学校を卒業した大学生や社会人等との懇談会 

・医学部医学科及び難関大学等への進学に向けた実力養成のための学習会 

・英語コミュニケーション能力の向上に関する研究会 

・グローバル教育・理数教育に関する研究成果発表会 

 （イ）各高等学校の教員を対象とした取組の例 

・教科指導に関する研究会 

・進路指導、小論文指導、面接指導等に関する研究会・講演会 

・大学教員との情報交換会 
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（２）拠点校について 

  ア 目的 

 農業科、工業科、商業科の各学科における専門科目を幅広く学び、基礎的・基

本的な知識・技能を身に付けるとともに専門的な学習を深め、各学科の学習の拠

点となる高等学校として、県全体の取組を牽引しながら各高等学校と連携し、県

全体の職業教育を主とする専門学科の質の確保・向上を図る。 

  イ 観点 

 ① 第３次実施計画終了時に、学校規模が一つの専門学科で１学年当たり４学

級以上であること。 

 ② 専門科目を幅広く学習することのできる環境を有すること。 

 ③ 専門的な学習に係る先進的又は特色ある取組等の実績があること。 

  ウ 配置の方向性 

    イの観点を基に総合的に判断し、全県的なバランスを考慮して配置する。 

  エ 期間 

   平成３０年度から平成３４年度までの５年間 

  オ 候補校注 

    農業科 … 五所川原農林高等学校、三本木農業高等学校 

    工業科 … 青森工業高等学校、弘前工業高等学校、八戸工業高等学校 

    商業科 … 青森商業高等学校 

  カ 想定される取組例 

    拠点校が核となり、職業教育を主とする専門学科の充実に向け、次の例のよう

な取組において、各高等学校と連携を図ることが考えられる。 

（ア）各高等学校の生徒を対象とした取組の例 

  ［農業］ 

・農業の６次産業化の推進等に関する研究の成果発表会 

・測量士補、毒物劇物取扱責任者等の資格取得講習会 

・拠点校の施設・設備を活用した実習や交流学習 

［工業］ 

・地域貢献に向けたものづくり等に関する研究の成果発表会 

・熟練技能者によるアーク溶接等の技術者養成講座 

・拠点校の施設・設備を活用した実習 

［商業］ 

・ビジネスに関する豊富な経験や実績を有する起業家等による講演会 

・簿記、情報処理等の資格取得講習会 

・海外にもビジネスを展開している企業の視察 

（イ）各高等学校の教員を対象とした取組の例 

［農業］ 

・熟練技能者による食品製造等の教員研修会 

［工業］ 

・熟練技能者によるレーザー加工等の教員研修会 

［商業］ 

・プログラミング教育等の指導力向上教員研修会 

  

-4-



 

 

（３）地域校について 

  ア 目的 

    地理的な要因から高等学校に通学することが困難な地域が新たに生じることの

ないよう配置に配慮し、高等学校教育を受ける機会を確保する。 

  イ 観点 

    学校規模の標準を満たさない高等学校のうち、募集停止等により高等学校への

通学が困難な地域が新たに生じることとなる高等学校であること。 

  ウ 配置の方向性 

    地域における通学状況を考慮した上で、配置する。 

 なお、２学級規模の地域校については、入学者数が１学級規模の募集人員であ

る４０人以下の状態が２年間継続した場合、原則として１学級規模とする。 

 また、１学級規模の地域校については、募集人員に対する入学者数の割合が２

年間継続して２分の１未満となった場合、募集停止等に向けて、当該高等学校の

所在する市町村等と協議することとし、協議の際には、通学が困難となる地域の

生徒の通学について、当該高等学校の所在する市町村等と連携を図りながら、対

応を検討する。 

  エ 期間 

   公共交通機関の状況等を考慮し、必要に応じて見直しを行う。 

  オ 候補校 

 東青地区 … 青森北高等学校今別校舎 

 西北地区 … 木造高等学校深浦校舎、中里高等学校 

 中南地区 … なし 

 上北地区 … 六ヶ所高等学校 

 下北地区 … 大間高等学校 

 三八地区 … 田子高等学校 

  カ 想定される取組例 

    小規模であることの課題に対応するため、次の例のような取組において、各高

等学校と連携を図ることが考えられる。 

（ア）各高等学校の生徒を対象とした取組の例 

     ・ＩＣＴを活用した教育活動 

     ・各高等学校と連携した学校行事等の合同開催 

      （芸術鑑賞、文化祭のステージ発表、球技大会等） 

     ・長期休業中の進学講習会 

     ・部活動での合同チーム編成 

 

 

 

 

 
 
注 重点校又は拠点校が統合となった場合は、統合校を重点校又は拠点校とすることを基本とする。 
 

-5-



重
点

校
と

各
高

校
と

の
連

携
イ

メ
ー

ジ
（
学

校
配

置
は

第
３

次
実

施
計

画
終

了
時

の
も

の
）

〈
各

校
の

生
徒

の
参

加
〉

○
進

路
講

演
会

○
Ｏ

Ｂ
の

大
学

生
や

社
会

人
等

と
の

懇
談

会
○

医
学

部
医

学
科

及
び

難
関

大
学

進
学

に
向

け
た

学
習

会

〈
生

徒
同

士
の

協
働

的
な

学
習

〉
○

進
路

に
対

す
る

意
識

の
向

上
を

目
指

し
た

進
路

探
究

と
自

己
理

解
の

た
め

の
グ

ル
ー

プ
協

議

〈
グ

ロ
ー

バ
ル

・
理

数
教

育
〉

○
英

語
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

能
力

の
向

上
に

関
す

る
研

究
会

○
グ

ロ
ー

バ
ル

教
育

・
理

数
教

育
に

関
す

る
研

究
成

果
発

表
会

等

〈
教

員
の

連
携

〉
○

教
科

指
導

に
関

す
る

研
究

会
○

進
路

指
導

・
小

論
文

・
面

接
指

導
等

に
関

す
る

研
究

会
・

講
演

会
○

大
学

教
員

等
と

の
情

報
交

換
会

重
点
校
と

各
高
校
が

連
携
し

な
が
ら
、

県
全
体

の
普

通
科
等
に

お
け
る
教

育
の
充

実
を
図
り

ま
す
。

重
点

校

連
携

校
（普

通
科

の
高

校
）

連
携

校
（総

合
学

科
の

高
校

）

青
森

高
校

弘
前

高
校

五
所

川
原

高
校

田
名

部
高

校

三
本

木
高

校

八
戸

高
校

※
重

点
校

と
連

携
し

た
取

組
を

行
う

高
校

を
連

携
校

と
し

ま
す

。

教
育

課
程

に
基

づ
く
教

科
・

科

目
は

、
各

学
校

に
お

い
て

学
習

し
、

日
頃

の
学

習
成

果
の

発
表

や
資

格
取

得
の

講
習

等
に

つ
い

て
は

長
期

休
業

等
を

活
用

し
て

連
携

し
ま

す
。

-6-



拠
点

校
と

各
高

校
と

の
連

携
イ

メ
ー

ジ
＜

農
業

科
＞

（
学

校
配

置
は

第
３

次
実

施
計

画
終

了
時

の
も

の
）

五
所

川
原

農
林

高
校

三
本

木
農

業
高

校

＜
学

校
間

の
交

流
学

習
＞

◯
拠

点
校

の
施

設
・

設
備

を
活

用
し

た
交

流
学

習
＜

各
校

の
生

徒
の

参
加

＞
◯

測
量

士
補

、
毒

物
劇

物
取

扱
責

任
者

等
の

資
格

取
得

講
習

会

＜
各

校
の

教
員

の
参

加
＞

◯
熟

練
技

能
者

に
よ

る
食

品
製

造
等

の
技

術
研

修
会

＜
各
校
の
生
徒
・
教
員
の
参
加
＞

◯
６

次
産

業
化

の
推

進
等

に
関

す
る

研
究

の
成

果
発

表
会

拠
点
校
と

各
農
業
高

校
が
連

携
し
な
が

ら
、

県
全
体
の

農
業
教
育

の
充
実

を
図
り
ま

す
。

教
育

課
程

に
基

づ
く

教
科

・
科

目
は

、
各

学
校

に
お

い
て

学
習

し
、

日
頃

の
学

習
成

果
の

発
表

や
資

格
取

得
の

講
習

等
に

つ
い

て
は

長
期

休
業

等
を

活
用

し
て

連
携

し
ま

す
。

連
携

校
（農

業
高

校
）

※
拠

点
校

と
連

携
し

た
取

組
を

行
う

高
校

を
連

携
校

と
し

ま
す

。

拠
点

校

-7-



＜
各

校
の

生
徒

の
参

加
＞

◯
熟

練
技

能
者

に
よ

る
ア

ー
ク

溶
接

等
の

技
術

者
養

成
講

座

弘
前

工
業

高
校

八
戸

工
業

高
校

＜
教

育
資

源
の

活
用

＞
◯

拠
点

校
の

施
設

・
設

備
を

活
用

し
た

生
徒

実
習

拠
点
校
と

各
工
業
高

校
が
連

携
し
な
が

ら
、

県
全
体
の

工
業
教
育

の
充
実

を
図
り
ま

す
。

連
携

校
（工

業
高

校
）

＜
各
校
の
生
徒
・
教
員
の
参
加
＞

◯
地
域
貢
献
に
向
け
た
も
の
づ
く
り

等
に
関
す
る
研
究
の
成
果
発
表
会

＜
各

校
の

教
員

の
参

加
＞

◯
熟

練
技

能
者

に
よ

る
レ

ー
ザ

ー
加

工
等

の
技

術
研

修
会

拠
点

校
と

各
高

校
と

の
連

携
イ

メ
ー

ジ
＜

工
業

科
＞

（
学

校
配

置
は

第
３

次
実

施
計

画
終

了
時

の
も

の
）

青
森

工
業

高
校

教
育

課
程

に
基

づ
く

教
科

・
科

目
は

、
各

学
校

に
お

い
て

学
習

し
、

日
頃

の
学

習
成

果
の

発
表

や
資

格
取

得
の

講
習

等
に

つ
い

て
は

長
期

休
業

等
を

活
用

し
て

連
携

し
ま

す
。

※
拠

点
校

と
連

携
し

た
取

組
を

行
う

高
校

を
連

携
校

と
し

ま
す

。

拠
点

校

-8-



拠
点

校

連
携

校
（商

業
高

校
）

＜
各

校
の

生
徒

の
参

加
＞

◯
ビ

ジ
ネ

ス
に

関
す

る
豊

富
な

経
験

や
実

績
を

有
す

る
起

業
家

に
よ

る
講

演
会

＜
各

校
の

生
徒

の
参

加
＞

◯
簿

記
、

情
報

処
理

等
の

資
格

取
得

講
習

会

＜
各

商
業

高
校

の
教

員
の

連
携

＞
◯

商
業

部
会

研
究

委
員

会
に

よ
る

授
業

用
教

材
の

開
発

と
共

有

拠
点

校
と

各
高

校
と

の
連

携
イ

メ
ー

ジ
＜

商
業

科
＞

（
学

校
配

置
は

第
３

次
実

施
計

画
終

了
時

の
も

の
）

◯
拠
点

校
と
各
商

業
高
校

が
連
携
し

な
が
ら

、
県
全
体

の
商
業
教

育
の
充

実
を
図
り

ま
す
。

◯
各
商

業
高
校
は

拠
点
校

と
と
も
に

、
商
業

科
目
を
学

習
す
る
普

通
科
、

総
合
学
科

等
を
含

め
た
商
業

教
育
を
牽

引
し
ま

す
。

教
育

課
程

に
基

づ
く

教
科

・
科

目
は

、
各

学
校

に
お

い
て

学
習

し
、

日
頃

の
学

習
成

果
の

発
表

や
資

格
取

得
の

講
習

等
に

つ
い

て
は

長
期

休
業

等
を

活
用

し
て

連
携

し
ま

す
。

※
拠

点
校

と
連

携
し

た
取

組
を

行
う

高
校

を
連

携
校

と
し

ま
す

。

＜
各

校
の

教
員

の
参

加
＞

◯
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

教
育

等
の

指
導

力
向

上
研

修
会

＜
各

校
の

生
徒

・
教

員
の

参
加

＞
◯

海
外

に
も

ビ
ジ

ネ
ス

を
展

開
し

て
い

る
企

業
の

視
察

青
森

商
業

高
校

商
業

科
目

を
学

習
す

る
学

校
（普

通
科

、
総

合
学

科
等

）
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地
域
校
と
各
高
校
と
の
連
携
イ
メ
ー
ジ

（
学
校
配

置
は
第
３

次
実
施

計
画
終
了

時
の
も

の
）

地
域
校
と

各
高
校
が

連
携
・

協
力
し

て
学
校
行

事
や
課
外

活
動
等

を
行
い
、

教
育
活
動

の
充
実
を

図
り
ま

す
。

長
期
休
業

中
の
進
学

講
習
会
の

合
同
開
催

地
域
校

普
通
科
の

高
校

総
合
学
科

の
高
校

専
門
学
科

の
高
校

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を

活
用

し
た
教
育

活
動

芸
術
鑑
賞

や
球
技
大

会
の
合
同

開
催

募
集
停
止

等
に
よ
り

高
校
へ

の
通
学
が

困
難

な
地
域

が
新
た
に

生
じ
る

こ
と
と
な

る
高

校
は
「

地
域
校
」

と
し
て

配
置
し
ま

す
。

地
域
校
は
、
計
画
的

な
学
校
配
置
の
対
象
と

せ
ず
、
募
集
人
員
に
対

す
る
入
学
者
数
の
割
合

が
２
年
間
継
続
し
て
２

分
の
１
未
満
と
な
っ
た

場
合
に
募
集
停
止
等
を

協
議
し
ま
す
。

大
間

高
校

六
ヶ

所
高

校

青
森

北
高

校
今

別
校

舎

木
造

高
校

深
浦

校
舎

中
里

高
校

田
子

高
校
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平成２８年 月 日 

青森県教育委員会



 

 

 

はじめに 
 

県教育委員会では、これまで高等学校を取り巻く環境の変化に対応するため県立高

等学校教育改革に取り組んできたところです。 

具体的には、「青森県高等学校教育改革推進検討会議※１」から平成１１年２月に提

出された報告を踏まえ、県立高等学校教育改革第１次実施計画（平成１２～１６年度）

及び第２次実施計画（平成１７～２０年度）を策定し、生徒の多様な進路志望等に対

応してきました。また、「高等学校グランドデザイン会議※２」から平成１９年１０月

に提出された答申を踏まえ、第３次実施計画（平成２１～２９年度）を策定し、社会

の変化や中学校卒業予定者数の減少等に対応するとともに、生徒一人一人が夢を育み、

進路実現に向けた高等学校教育を受けることができるよう、取り組んでいるところで

す。 
 

 このような中、グローバル化や情報化等による社会の急速な変化により、これから

の時代に求められる力が変容し、併せて、本県における生徒数の更なる減少が見込ま

れており、これらの背景を踏まえながら、「青森県基本計画未来を変える挑戦※3」

（平成２５年１２月策定）、「青森県教育振興基本計画※4」（平成２６年１月策定）

等に基づき、未来を担う子どもたちの夢や志の実現に向けた各種取組を総合的に推進

する必要があります。 

 このことから、平成３０年度以降の県立高等学校の在り方について検討するため、

平成２６年６月、県内の有識者で構成する「青森県立高等学校将来構想検討会議」を

設置し、約１年半にわたる審議を経て、平成２８年１月に「青森県立高等学校将来構

想について」の答申を受けました。 
 

 この答申を踏まえ、将来、高等学校教育を受けることとなる子どもたちのための教

育環境について検討を重ね、平成２８年５月１１日に青森県立高等学校教育改革推進

計画基本方針（案）を公表しました。 

 基本方針（案）については、５月１２日から６月１０日までの３０日間パブリック

・コメントを実施するとともに、県民の皆様に直接御説明した上で御意見を伺う機会

として地区懇談会を開催するなど、多くの御意見等をいただきながら検討を重ね、基

本方針として取りまとめました。 
 

 今後は、本基本方針を踏まえるとともに、引き続きより多くの御意見をいただきな

がら、本県の未来をつくる人財※5を育成するための高等学校教育を推進してまいりま

すので、県民の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 
 
※１ 青森県高等学校教育改革推進検討会議 … ２１世紀を展望した本県高等学校教育の在り方を検討

するため、県教育委員会が平成９～１０年度に設置した有識者会議 
※２ 高等学校グランドデザイン会議 … 平成２１年度以降の本県の県立高等学校の在り方を検討する

ため、県教育委員会が平成１８～１９年度に設置した有識者会議 
※３ 青森県基本計画未来を変える挑戦 … 県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向性について

総合的かつ体系的に示した県行政運営の基本方針 
※４ 青森県教育振興基本計画 … 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）に基づき定める教育の振

興のための施策に関する基本的な計画であり、本県においては「青森県基本計画未来を変える挑戦」
の教育関連部分を「青森県教育振興基本計画」として位置づけている。なお、「青森県教育振興基
本計画」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）に基づき知
事が策定する「青森県教育施策の大綱」（平成２７年５月策定）として位置づけられている。 

※５ 人財 … 「青森県基本計画未来を変える挑戦」等では「人は青森県にとっての『財（たから）』
である」という基本的考え方から、「人材」を「人財」と表記しており、本計画においても同様に
表している。 
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１ 

 

第１ 計画策定の趣旨 

 

１ 背景 

 

○ 社会のグローバル化や情報通信技術等が急速に進展する中、少子高齢化に伴

う生産年齢人口の減少や過疎化の進行等、過去に経験したことのない課題を抱

え、将来を見通すことの困難な時代を迎えており、未来を担う子どもたちには、

さらに変化し続ける社会で生きていくために必要な力を身に付けることが求め

られています。 

○ このような中、国において、高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一

体的改革等が進められるとともに、選挙権年齢が満１８歳以上に引き下げられ

るなど、高等学校教育を巡る環境は変化しており、これらの変化に適切に対応

することが改めて求められています。 

○ また、本県においては、平成２７年の高等学校等進学率が９９％に達し、生

徒の能力、適性、興味・関心、進路志望等が一層多様化しています。 

○ 一方、中学校卒業者数は、第１次実施計画前の平成１１年３月には１９，６

２２人であったものが、平成２９年３月には１２，３５２人に減少し、さらに

平成３９年３月までの１０年間で約３，１００人の減少が見込まれます。この

ような生徒数の減少に伴う更なる学校規模の縮小により、現在行われている活

力ある教育活動の維持が難しくなることが懸念されます。 

 

 

≪中学校卒業（予定）者数と県立全日制高等学校数の推移≫ 

  ※ 平成２９年以降の中学校卒業予定者数は平成２８年５月１日現在の児童・生徒数を基に推計



 

２ 

 

２ 本県の未来を担う人財の育成 
 

社会の急速な変化や生徒数の更なる減少等を踏まえ、「青森県基本計画未来を

変える挑戦」等に基づき、本県の生徒一人一人に、これからの時代に求められる

力を育みます。 

また、全ての高等学校において、地域の要請、中学生のニーズ等に応じたそれ

ぞれの役割を明確にしながら、特色ある教育活動を推進し、本県の未来を担う人

財の育成に取り組みます。 
 

（１）これからの時代に求められる力 
 

（生きる力） 

○ 生徒一人一人に「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和の

とれた「生きる力」を育みます。特に「確かな学力」の育成においては、基

礎的・基本的な知識・技能、これらを活用して課題を解決するために必要な

思考力・判断力・表現力、主体的・協働的に学習に取り組む意欲等を育みま

す。 
 

（本県の未来を担う人財を育成するため特に重視する力） 

◯ さらに、本県の生徒には、夢や志を持ち、より高い目標に向かって果敢に

チャレンジする「逞しい心」や、他者と信頼関係を築きながら課題を解決す

るために必要なコミュニケーション能力、責任感等、学校から社会への円滑

な移行に必要な力に加え、国際的視野を持ちながら、本県の歴史・文化の価

値、自然や産業の持つ魅力を理解することを通して郷土に誇りを抱き、本県

の未来を力強く支えようとする心を育みます。 
 

（２）各高等学校の特色を生かした人財の育成 
 

（地域を支える人財） 

○ 市民社会に関する知識理解や社会の一員として参画し貢献する意識等、全

ての生徒に共通して求められる市民性※6を身に付け、地域における課題の解

決に関わるなど、地域を支える人財を育成します。 
 

（社会を牽引する人財） 

○ 社会の課題に対する幅広い関心と広範かつ深い教養、卓越したコミュニケ

ーション能力、問題解決のための強い意欲や能力等を身に付け、将来、本県

はもとより、国内外でリーダーとして活躍する人財を育成します。 
 

（産業の発展に貢献する人財） 

○ 技術革新の進展や産業構造の変化に対応した、より専門的な知識・技能を

身に付け、それらを活用し、産業の発展に貢献する人財を育成します。 
 
 
 
※６ 市民性 … 中央教育審議会「初等中等教育分科会高等学校教育部会 審議まとめ」（平成２６年

６月）では、社会で自立し、社会に参画・貢献していく人材の育成を推進していく観点から、全て
の生徒が共通に身に付けるべき資質・能力を「コア」と位置付け、それを構成する資質・能力の重
要な柱の一つとして市民性を挙げている。 



 

３ 

 

３ 計画策定の方向性 
 

生徒一人一人にこれからの時代に求められる力を育み、本県の未来を担う人財

を育成する高等学校教育の推進のため、次の考え方や視点により、本計画を策定

します。 
 

（１）計画策定の考え方 
 

（充実した教育環境の整備と各地域の実情への配慮） 

○ 今後も生徒数の減少が見込まれる中、生徒がそれぞれの志に応じ、高等学

校を選択できるよう、充実した教育環境を整備する必要があります。 

  一方、生徒の通学環境や地域における高等学校の役割等、各地域の実情に

配慮する必要があります。 

  この二つの点に留意しながら、県全体の高等学校教育の充実に取り組みま

す。 
 

（「オール青森」の視点による取組） 

○ 生徒の進路志望の多様化や生徒数の減少への対応が必要となる中、これま

でのように一つの高等学校が単独で充実した教育活動を実施することは困難

になるものと予想されます。 

  このことから、高等学校教育の質の確保・向上に当たっては、一つの学校、

一つの地域という視点だけではなく、学校と学校、学校と産業界、家庭、地

域等が連携し、県全体が一丸となって高等学校教育を推進する「オール青森」

の視点により取り組みます。 
 

（県民の理解と協力の下での計画策定） 

○ 充実した教育環境の整備と各地域の実情への配慮の二つの点に留意し、

「オール青森」の視点により高等学校教育を推進するため、市町村等と緊密

な連携を図るとともに、県立高等学校教育改革に関する情報を広く提供し、

多くの意見を伺いながら、県民の理解と協力の下、本計画を策定します。 
 

（２）計画策定の視点 
 

① 各高等学校が特色を生かした人財育成に取り組むことができるよう、学校

・学科の充実を図ります。 
 

② 生徒数の減少に対応しながら、高等学校教育を受ける機会を確保するとと

もに、これからの時代に求められる力を生徒一人一人が身に付けることので

きる学校規模となるよう、計画的な学校配置に取り組みます。 
 

③ 学校・学科や学校規模・配置の方向性を踏まえながら、生徒が活力に満ち

た学校生活を送ることができるよう、高等学校間の連携や各高等学校におけ

る充実した情報発信等、より魅力ある高等学校づくりに取り組みます。 
 

④ 本計画の策定・推進に当たっては、県立高等学校教育改革に関する情報を

広く提供し、多くの意見を伺いながら、県民の理解と協力の下、取り組みま

す。 



 

４ 

 

４ 計画の構成 

 

本計画は、基本方針と実施計画により構成します。 

 

（１）基本方針 

○ 基本方針では、学校・学科の在り方や学校規模・配置等、平成３０年度以

降の県立高等学校教育改革に関する基本的な考え方を示します。 

  計画期間は、平成３０年度からおおむね１０年間とします。 

 

（２）実施計画 

○ 実施計画では、基本方針を踏まえ、学科改編や地区ごとの具体的な学校規

模・配置等を示します。 

  各実施計画の期間は、５年間とします。 

  



 

５ 

 

第２ 学校・学科の充実 
 

これまで、生徒の進路志望等の多様化に応じて、学科の見直しや中高一貫教育の

導入等に取り組んできましたが、高等学校教育を巡る環境の変化に伴い、学校・学

科に求められる役割等について改めて見直す必要があります。 

このため、各高等学校が特色を生かした人財育成に取り組むことができるよう、

次の方向性により学校・学科の充実を図ります。 
 

１ 全日制課程の方向性 
 

（１）各高等学校における教育環境の充実 
 

ア 全ての高等学校に共通して求められる教育環境 

○ 高等学校は、中学校卒業後のほぼ全ての者が、社会で生きていくために

必要となる力を共通して身に付けるとともに、自立に向けた準備期間を提

供することのできる最後の教育機関であることから、「確かな学力」、

「逞しい心」や学校から社会への円滑な移行に必要な力等を身に付けるこ

とが重要になっています。 

  このため、生徒数が減少していく中にあっても、全ての高等学校におい

て、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに、課題の発

見と解決に向けた主体的・協働的な学びの実践を行いながら、社会人・職

業人として自立していくために必要な能力や態度を養うことができる教育

環境を整備します。 
 

イ 普通科等の重点校・職業教育を主とする専門学科の拠点校 

○ 全ての高等学校に共通して求められる教育環境の整備に加えて、次のよ

うな取組により、各高等学校が連携しながら特色ある教育活動を充実させ、

本県高等学校教育全体の質の確保・向上を図ります。 
 

（ア）普通科等の重点校 

○ 普通科等※ 7の高等学校において、選抜性の高い大学への進学に対応し

た取組とともにグローバル教育や理数教育等の特定の分野の学習におけ

る先進的な取組等、今後求められる人財の育成に向けた特色ある教育活

動の中核的役割を担う高等学校を普通科等の重点校（以下「重点校」と

いう。）とします。 

○ 重点校が実施する教育活動への各高等学校の生徒の参加や、重点校の

学習成果の共有等により、重点校と各高等学校が連携し、県全体の普通

科等における教育の質の確保・向上を図ります。 

○ 重点校の教育活動の充実のため、単位制※ 8や併設型中高一貫教育の拡

充等について検討します。 
 
※７ 普通科等 … 普通科及び普通科系の専門学科 
※８ 単位制 … 学年による教育課程の区分を設けず、決められた単位を修得すれば卒業が認められる

制度  



 

６ 

 

（イ）職業教育を主とする専門学科の拠点校 

○ 農業科、工業科及び商業科の高等学校において、各地区の産業構造や

今後の産業振興の方向性を踏まえ、各学科における専門科目を幅広く学

び、基礎的・基本的な知識・技能を身に付けるとともに専門的な学習を

深め、各学科の学習の拠点となる高等学校を職業教育を主とする専門学

科※9の拠点校（以下「拠点校」という。）とします。 

・ 農業科の拠点校においては、農産物の生産に加え、生産を支える環

境、加工、流通等について学習できる環境を整備します。 

  併せて、寄宿舎の活用を含め、より広い地域の生徒が拠点校で学習

できる環境について検討します。 

・ 工業科の拠点校においては、基幹となる学科（機械、電気、電子、

建築、土木）を中心とした学科構成により、基礎的・基本的な知識・

技能に加え、新しい技術を学習できる環境を整備します。 

・ 商業科の拠点校においては、普通科、総合学科※10等を含めた県全体

の商業教育の拠点として、商業の学習分野であるマーケティング、ビ

ジネス経済、会計、ビジネス情報の４分野に関する科目を幅広く学習

できる環境を整備します。 

○ 拠点校が実施する教育活動への各高等学校の生徒の参加や、拠点校の

学習成果の共有等により、拠点校と各高等学校が連携し、県全体の職業

教育を主とする専門学科における教育の質の確保・向上を図ります。 

 

（２）各学科の充実 

 

ア 普通科等 

○ 普通科等においては、各地域の実情に応じた教育活動、グローバル教育

や理数教育の取組等、各高等学校において特色ある教育活動に取り組むと

ともに、望ましい勤労観・職業観を涵養し、地域や社会に貢献する態度を

育むなど、キャリア教育の充実を図ります。 

○ 各高等学校が連携しながら、大学等への進学対応や就職への対応等、生

徒の幅広い進路志望に対応する指導に取り組みます。 

○ 理数、英語、外国語、スポーツ科学、表現の普通科系の各専門学科にお

いては、社会の変化や生徒の興味・関心、進路志望の多様化に対応してき

ましたが、それぞれの学科が設置された当時とは高等学校教育を巡る環境

が変化してきていることから、専門学科としての役割、中学生のニーズ等

を十分に検証し、設置意義を改めて見直します。 
 
 
 
 
※９ 職業教育を主とする専門学科 … 農業科、工業科、商業科、水産科、家庭科、看護科等の各学科 
※10 総合学科 … 普通科等、職業教育を主とする専門学科に並ぶ学科として平成６年から制度化され、

幅広い選択科目の中から生徒が主体的に選択して学習することを通して、将来の生き方や進路に関
する自覚を深めることにより、職業観の育成を目指す学科 



 

７ 

 

イ 職業教育を主とする専門学科 

○ 職業教育を主とする専門学科においては、職業人として求められる基礎

的・基本的な知識・技能に加え、職業の多様化に対応できる資質・能力、

高等学校卒業後も学び続ける態度を育みます。 

○ 高等学校段階で身に付けるべき学力の確実な習得や専門的な資格取得を

目指した教育活動等、大学との接続を視野に入れた取組を進めるとともに、

地域、企業、他の学校との連携等を推進します。 

○ 社会の要請等により専門化・細分化してきた学科については、地域の産

業構造に留意しつつ、各専門分野の基礎・基本を重視した学科への見直し

を検討します。 

○ 本県の県立高等学校では設置していない情報及び福祉に関する学科につ

いては、生徒数が減少する中にあって、中学生のニーズ、就業状況等を踏

まえ、専門学科としての設置の必要性を検討します。 

 

ウ 総合学科 

○ 総合学科においては、普通科等及び職業教育を主とする専門学科に並ぶ

選択肢として、大学進学志望者や就職志望者に対応できる教育課程を編成

し、課題解決型学習による主体的な学習の充実を図ります。 

○ 系列※11については、生徒のニーズ等を踏まえ見直します。 

  また、多様な選択科目の開設に向けた教育環境の整備に加え、社会人や

地域の有識者を講師として活用すること等に取り組みます。 

○ 総合学科から他学科への改編及び他学科から総合学科への改編について

は、生徒のニーズ等を踏まえ検討します。 
 

（３）多様な教育制度の充実 

 

ア 中高一貫教育 

（連携型中高一貫教育） 

○ 現在実施している連携型中高一貫教育については、連携中学校の生徒数

減少により連携高等学校への入学者数が減少し、連携が難しくなっている

こと等を踏まえ、今後の在り方について検討します。 
 

（併設型中高一貫教育等） 

○ 現在実施している併設型中高一貫教育については、生徒一人一人の資質

・能力を伸長し、進路志望が達成されているかについて引き続き検証し、

教育活動の充実を図ります。 

○ 併設型中高一貫教育校及び中等教育学校の新たな設置については、市町

村等の意向や地区の中学校の生徒数の推移等を考慮しながら検討します。 
 
 
 
 
※11 系列 … 生徒の科目選択の参考になるように関連する科目をまとめたもの（総合選択科目群） 
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イ 全日制普通科単位制及び総合選択制 

○ 全日制普通科単位制や総合選択制※12を導入している高等学校については、

それぞれの制度の意義を改めて見直し、教育活動の充実を図ります。 

  また、これらの制度を生かすことにより、生徒の興味・関心を高め、進

路志望等の達成に資することができる場合には、新たな導入について検討

します。 
 
 

２ 定時制課程・通信制課程の方向性 

 

（１）各高等学校における教育環境の充実 

 

○ 定時制課程・通信制課程は、働きながら学ぼうとする青少年を含め、全日

制課程に通学する上で困難な事情を抱える青少年に高等学校教育を受ける機

会を提供する制度として設けられました。 

  しかし、現在では、全日制課程からの転・編入者や中学校までの不登校経

験者等が多くなっていることから、様々な事情を抱える生徒に広く高等学校

教育を受ける機会を提供する役割を果たしていくため、各高等学校における

教育環境の充実を図ります。 
 

（２）各課程の充実 

 

ア 定時制課程 

○ 定時制課程においては、生徒の多様な課題に対応するため、特別支援学

校等との連携を進めるとともに、スクールソーシャルワーカー等専門スタ

ッフによるよりきめ細かな支援体制を整備するなど、教育環境の充実を図

ります。 

      工業科については、生徒のニーズ等を踏まえ、今後の在り方について検

討します。 

 

イ 通信制課程 

○ 通信制課程においては、高等学校入学後の進路変更の機会としての後期

入学制度※13やＩＣＴを活用した教育方法※14の導入等について検討し、教育

環境の充実を図ります。 
 
 
 
※12 総合選択制 … 複数の学科を有する高等学校において、所属する学科の学習を基本としながら、

学科の枠を越えて主体的に教科・科目を選択履修できる制度 
※13 後期入学制度 … 単位制高校において、年度当初に加え、年度中途に選抜を行い、入学を許可す

る制度 
※14 ＩＣＴを活用した教育方法 … 通信制課程においては、対面指導が原則の面接指導について、イ

ンターネット等の活用によるメディア学習を取り入れた場合、各教科・科目の面接指導の時間数の
うち、メディアごとに１０分の６以内の時間を免除することが可能となっている（ただし、免除す
る時間数は合わせて１０分の８を超えることができない。）。  
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第３ 学校規模・配置の方向性 
 

これまで、生徒が集団の中で様々な個性や価値観に触れ、互いに切磋琢磨しなが

ら「確かな学力」や「逞しい心」等を身に付けるため、一定規模以上の学校である

ことが望ましいという方向性を踏まえつつ、地域の様々な実情等を考慮し、適正な

学校規模・配置に向け取り組んできました。 

今後は、更なる生徒数の減少に対応しながら、高等学校教育を受ける機会を確保

するとともに、これからの時代に求められる力を生徒一人一人が身に付けることの

できる教育環境を整備するため、次の方向性により学校規模の標準を踏まえた計画

的な学校配置に取り組みます。 
 

１ 全日制課程における計画的な学校規模・配置に当たっての観点 
 

全日制課程における計画的な学校規模・配置に当たっては、中学生それぞれの

志に応じた高等学校や学科等を選択できる環境づくりに向けた「高等学校教育を

受ける機会の確保」と、より特色ある教育活動の実践に向けた「充実した教育環

境の整備」の二つの観点を考慮します。 
 

（１）高等学校教育を受ける機会の確保 
 

ア 各地区における中学生の進路の選択肢の確保 

○ 今後とも、６地区※15ごとに、大学等への進学や就職等より幅広い進路選

択に対応する高等学校、選抜性の高い大学への進学に対応する高等学校、

実践的な職業教育に対応する高等学校等、それぞれの役割を担う高等学校

を配置し、中学生の進路志望に応じた高等学校の選択肢を確保します。 

○ 各地区の学科構成については、中学生のニーズ等を踏まえるとともに、

社会の要請や地域の産業構造の特性、学科設置の経緯等を十分考慮し、中

学生がそれぞれの志に応じて学科等を選択できるよう整備します。 
 

イ 通学環境への配慮 

○ 中学校卒業後のほぼ全ての者が高等学校に進学している現状を踏まえ、

地理的な要因から高等学校に通学することが困難な地域が新たに生じるこ

とのないよう配慮します。 

○ また、通学が可能な範囲は、公共交通機関の利便性等により変わり得る

ものであることから、通学環境の充実について、市町村等と連携を図りな

がら検討します。 
 

（２）充実した教育環境の整備 
 

○ 生徒数が減少していく中にあっても、各高等学校において生徒一人一人が

これからの時代に求められる力を身に付けるため、特色ある教育活動を充実

させるとともに、一定の学校規模を維持することにより、本県高等学校教育

全体の質の確保・向上を図ります。 
 
※15 ６地区 … 本県を東青、西北、中南、上北、下北、三八の６つの地区に分けたもの 
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２ 全日制課程における学校規模の方向性 

 

（１）学校規模の標準 
 

ア 基本となる学校規模 

○ 各高等学校においては、大学等への進学や就職等より幅広い進路選択に

対応できる教科・科目を開設するとともに、学校行事をはじめとする特別

活動等の充実や多様な部活動の選択肢を確保することにより、高等学校段

階で身に付けるべき「確かな学力」、「逞しい心」や学校から社会への円

滑な移行に必要な力等を育成することができるよう、１学年当たり４学級

（１６０人）※16以上の規模を標準とします。 
 

イ 重点校・拠点校の学校規模 

（ア）重点校の学校規模 

○ 重点校は、選抜性の高い大学への進学に対応した取組とともにグロー

バル教育や理数教育等の特定の分野の学習における先進的な取組等、今

後求められる人財の育成に向けた特色ある教育活動の中核的役割を担う

ことから、進路志望に応じた教科・科目の開設や当該教科・科目の専門

性を有する教員の配置、生徒同士の協働的な学習による教育内容の充実

等がなされるよう、１学年当たり６学級（２４０人）以上の規模を標準

とします。 
 

（イ）拠点校の学校規模 

○ 拠点校は、特定の学科における専門科目を幅広く学ぶため、基幹とな

る学習分野の基礎・基本を習得するとともに、専門的な学習を深めるこ

とができるよう、一つの専門学科で１学年当たり４学級（１６０人）以

上の規模を標準とします。 

 

（２）学校規模の標準を満たさない場合における通学環境へ配慮した対応 

 

○ 学校規模の標準を満たさない高等学校であっても、募集停止等により地理

的な要因から高等学校に通学することが困難な地域が新たに生じる場合には、

配置について配慮します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※16 １学年当たり４学級（１６０人） … 「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関す

る法律」（昭和３６年法律第１８８号）に基づき、１学級の定員は４０人が標準である。なお、本
県では、農業高校、工業高校、小規模校等において１学級の定員を３５人とする学級編制の弾力化
を実施しており、この場合には４学級で１４０人となる。  
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３ 全日制課程・定時制課程・通信制課程における学校配置の方向性 

 

（１）計画的な学校配置 

 

ア 全日制課程 

（ア）学校配置の考え方 

◯ 学校規模の標準を踏まえ、６地区ごとに、中学校卒業予定者数の推移、

産業動向、中学生のニーズ等に対応しながら統合等を含む計画的な学校

配置を進めます。 

○ また、生徒数が減少する中にあっても、生徒にとって必要な学科の選

択肢を確保するため、異なる学科の高等学校の統合により、複数の学科

を有する高等学校の設置について検討します。 

○ 計画的な学校配置の検討に当たっては、公共交通機関の利便性等を考

慮します。 

○ 重点校を各地区に配置するとともに、農業科、工業科及び商業科の拠

点校を全県的なバランスを考慮して配置します。 

○ 学校規模の標準を満たさない高等学校のうち、募集停止等により高等

学校への通学が困難な地域が新たに生じることとなる高等学校（以下

「地域校」という。）については、地域における通学状況を考慮した上

で、配置します。 

  なお、高等学校への通学が困難な地域については、次のような公共交

通機関の状況を考慮し、総合的に判断します。 
 

 

 

 

 

 

（イ）地域校への対応 

（２学級規模の地域校） 

○ 本計画において地域校とする２学級規模の高等学校については、入学

者数が１学級規模の募集人員である４０人以下の状態が２年間継続した

場合、原則として１学級規模とします。 
 

（１学級規模の地域校） 

○ 第３次実施計画【後期】（平成２６～２９年度）以前に校舎制※17に移

行した高等学校を地域校とする場合は、引き続き、校舎制導入校としま

す。 

○ 第３次実施計画【後期】により１学級規模とした高等学校を地域校と

する場合は、校舎制に移行せず、引き続き、本校とします。 

【公共交通機関の状況】 

・路線の整備状況（通学可能な公共交通機関が存在するか。） 

・利用時間帯（早朝（おおむね午前６時以前）に乗車しなければならな

いか｡） 

・利用時間（片道の乗車時間がおおむね１時間を超えるか。） 
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○ 本計画において１学級規模となる地域校は、校舎制に移行せず、引き

続き、本校とします。 

○ １学級規模の地域校については、更なる少子化が見込まれる中、入学

者数が極めて少ない状況となった場合等には、高等学校教育として求め

られる質の確保に支障が生じる懸念があることから、次の基準に基づき、

募集停止等に向けて、当該高等学校の所在する市町村等と協議します。 

 

 

 

 

  なお、協議の際には、通学が困難となる地域の生徒の通学について、

当該高等学校の所在する市町村等と連携を図りながら、対応を検討しま

す。 

 

イ 定時制課程・通信制課程 

（ア）定時制課程 

○ 定時制課程については、様々な事情を抱える生徒に高等学校教育を受

ける機会を提供する観点から、６地区ごとに配置することを基本としま

す。 

 

（イ）通信制課程 

○ 通信制課程については、東青、中南及び三八地区に配置することを基

本とします。 

 

（２）計画的な学校配置に向けた取組 

 

○ 計画的な学校配置に当たっては、地域の実情を踏まえる必要があることか

ら、市町村やＰＴＡ関係者等により組織する地区意見交換会（仮称）を開催

し、あらかじめ意見を伺いながら具体的な実施計画を策定します。 

○ また、計画的な統合を行う場合には、統合校の教育活動の充実に向け、統

合の対象となる高等学校の関係者等により組織する開設準備委員会（仮称）

を設置し、統合校の新たな名称、目指す生徒像や教育内容等について検討し

ます。 
 
 
 
※17 校舎制 … 法的には分校。第２次実施計画において、１学級募集とした高等学校については、全

学年が１学級規模となった段階で校舎制に移行し、本校舎と連携した取組により、教育活動の充実
を図ってきた。 

   第３次実施計画において、校舎制導入校については計画的に募集停止するとともに、他の高等学
校へ通学することが困難である場合等には、地区の実情による柔軟な学校配置に配慮した。 

   また、第３次実施計画【後期】において、新たに１学級規模となった高等学校については、校舎
制に移行せず、生徒の急激な減少に対応することとなる平成３０年度以降の県立高等学校の在り方
を検討する中で、その方向性を示すこととしていた。  

【１学級規模の地域校について募集停止等を協議する基準】 

募集人員に対する入学者数の割合が２年間継続して２分の１未満とな

った場合 
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第４ 魅力ある高等学校づくり 

 

学校・学科や学校規模・配置の方向性を踏まえながら、生徒が活力に満ちた学校

生活を送り、夢や志の実現に向けて成長することができるよう、より魅力ある高等

学校づくりに向け、次の取組を進めます。 

 

１ 学校・家庭・地域等との連携の推進 

 

（高等学校間の連携） 

○ 生徒数が減少する中で、生徒の能力、適性、興味・関心、進路志望等の多様

化に対応し、県全体として高等学校教育の質の確保・向上に取り組むとともに、

各地区の教育活動を充実させるため、各高等学校間で生徒による合同研究や教

員研修等の連携を推進します。 

○ また、小規模校においては、生徒一人一人に対して、よりきめ細かな指導を

行うことができるなどの利点がある一方、自立した社会人として成長するため

の様々な体験を重ねることが難しいという課題もあります。このため、他の高

等学校と連携・協力して学校行事や課外活動等を行うことにより、様々な個性

や多様な価値観に触れ、互いを認め合いながら生徒一人一人の成長を促す教育

活動の充実を図ります。 

○ このような連携に当たっては、生徒・教員が高等学校間を移動する際の交通

手段や安全性の確保等に取り組みます。 

 

（小学校・中学校との連携） 

○ 各発達段階に応じ、キャリア教育や英語教育、特別支援教育、道徳教育等を

推進するため、高等学校と小学校及び中学校との一層の連携を図ります。 

 

（特別支援学校との連携） 

○ 各高等学校において、発達障害等の特別な支援を必要とする生徒を受け入れ、

それぞれの実情に応じた支援に取り組むため、特別支援学校と連携し、障害等

に関する教員研修や人事交流等を推進します。 

  また、国における制度改正を注視し、高等学校における特別支援教育の充実

を図ります。 

 

（大学等との連携） 

○ 引き続き、大学進学を志望する生徒の進路選択に役立てるとともに生徒の能

力を伸長させるため、大学等との連携を推進し、高等学校段階から大学レベル

の教育・研究に触れる機会を設けます。 
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（家庭・地域等との連携） 

○ 生徒が地域への愛着や誇りを持つことができるよう、学校・家庭・地域が一

体となった学びや育ちの支援に取り組みます。 

  特に、地域の人的・物的資源を活用しながら、自ら地域における課題を発見

し、その解決に取り組むなどの教育実践を進めます。 

 

 

２ 教育活動の充実に向けた取組 

 

（各高等学校における充実した情報発信） 

○ 各高等学校では、それぞれの特色を生かしながら教育活動の充実を図ってお

り、その取組や育成する人財像を中学生や保護者が十分理解した上で進路選択

できるよう、各高等学校における充実した情報発信に向け支援します。 

 

（教員の資質向上と専門スタッフ等の配置の充実） 

○ 教員が、使命感、協調性、専門職としての高度な専門的知識・技能に加え、

新たな教育課題に対応できる力量等を高めることができるよう研修の充実を図

ります。 

○ また、教員が専門性を十分発揮できる環境を整えるため、教員とは異なる専

門性や経験を有する専門スタッフ等の配置の充実を図ります。特に、発達障害

等の特別な支援を必要とする生徒に対応している現状を踏まえ、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカー等専門スタッフの配置の充実を図りま

す。 

これらの専門スタッフの配置や特色ある学校づくりの推進に向けた教職員配

置の充実等について、引き続き、国に対して働きかけていきます。 

 

（ＩＣＴの活用による教育活動の充実） 

○ 今後とも、高等学校教育の質の確保・向上に向け、生徒の能力、適性、興味

・関心、進路志望等に応じた教科・科目を開設できるよう、ＩＣＴを活用した

教育活動の充実を図ります。 

 

（施設・設備の充実） 

○ 各高等学校が特色ある教育活動を展開するため、引き続き、施設・設備の充

実を図ります。 

  特に、高等学校の統合により複数の学科を有する高等学校を設置する際には、

各学科の専門性の確保に向けた施設・設備の整備を進めます。 

  



 

１５ 

 

第５ 県民の理解と協力の下での県立高等学校教育改革の推進 
 

本計画の策定・推進に当たっては、県立高等学校教育改革に関する情報を広く提

供し、多くの意見を伺いながら、県民の理解と協力の下、次の取組を進めます。 

 

１ 実施計画策定に向けた取組 

 

○ 実施計画の策定に当たっては、前述の地区意見交換会（仮称）において、あ

らかじめ地区の具体的な学校規模・配置等について意見を伺った上で実施計画

案を公表し、パブリック・コメントの実施、地区懇談会の開催、市町村等への

意見照会等を通して、幅広く情報提供するとともに意見を伺いながら、多くの

県民の理解が得られるよう取り組みます。 

 

 

２ 本県高等学校教育の充実に向けた継続的な検証 

 

○ 県立高等学校教育改革の推進に当たっては、生徒の夢や志の実現に向けた高

等学校教育の充実に資するため、生徒や保護者等を対象とした高等学校教育に

関する意識調査や関係者への意見照会等を実施するとともに、広く県民の意見

を伺いながら、成果や有効性について継続的に検証します。 

  また、この検証に基づき、必要に応じて基本方針を見直します。 
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資料１ 中学校卒業者数と高等学校等進学率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 高等学校卒業後の進路状況 

 

 

 

  

（人） （%）

(年3月)
（学校基本調査及び中学校等卒業者の進路状況より）
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高校等進学者数

高校等進学率

S40
中学校卒業者数 42,458人
高校等進学者数 23,036人
高校等進学率 54.3％

S58
中学校卒業者数 26,649人
高校等進学者数 24,676人
高校等進学率 92.6％

H27
中学校卒業者数 12,666人
高校等進学者数 12,537人
高校等進学率 99.0％

99.0%

（学校基本調査及び高等学校等卒業者の進路状況より）
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資料３ これまでの高等学校教育改革の取組 

 

（１）県立高等学校教育改革実施計画の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成１１年２月「２１世紀を展望した本県高等学校教育の在り方について」
≪多様化への対応、中高一貫教育の導入等 報告≫

平成９～１０年度 青森県高等学校教育改革推進検討会議

第１次実施計画（平成12～16年度）

第３次実施計画【前期】（平成21～25年度）

第３次実施計画【後期】（平成26～29年度）

第２次実施計画（平成17～20年度）

平成１９年１０月「今後の県立高等学校の在り方について」
≪統合を含めた学校配置の見直しの必要性等 答申≫

平成１８～１９年度 高等学校グランドデザイン会議
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（２）中学校卒業者数の減少に対応した適正規模・配置等 

  ①第１次実施計画（H12～H16） 

 

 

 

 

 ②第２次実施計画（H17～H20） 

 

  

［募集停止：木造高校車力分校］ 

［募集停止：野辺地高校横浜分校、木造高校稲垣分校、五所川原高校東校舎］ 
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  ③第３次実施計画【前期】（H21～H25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  ④第３次実施計画【後期】（H26～H29） 

  

募集停止： 

 七戸高校八甲田校舎、

 青森戸山高校、 

 八戸南高校、 

 尾上総合高校、 

 弘前南高校大鰐校舎、

 南部工業高校、 

 田名部高校大畑校舎 

募集停止： 

 岩木高校、 

 八戸北高校南郷校舎 

募集停止予定： 

 弘前実業高校藤崎校舎 

（学校基本調査及び 
県教育庁高等学校教育改革推進室推計） 
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資料４ 青森県立高等学校の配置等の状況 

 

１ 平成２８年４月１日現在の学校配置 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三八 

浪岡高

八戸北高 

南鄕校舎 

浪岡高

大間高

むつ工業高

大湊高
大湊高 
川内校舎

青森北高 
今別校舎 

田名部高

野辺地高

青森東高
平内校舎 六ヶ所高

三沢高

三沢商業高 

百石高
六戸高十和田工業高

三本木高

十和田西高

三本木農業高

田子高

三戸高

名久井農業高

八戸水産高

八戸北高

八戸商業高

五戸高

八戸西高
八戸高

八戸東高

八戸中央高

八戸工業高

中里高 

鰺ヶ沢高 

木造高 
深浦校舎 

木造高 

金木高 

五所川原高 
五所川原農林高 

五所川原工業高 鶴田高 

板柳高 

弘前実業高 
藤崎校舎 

青森東高

青森工業高

青森商業高

青森高 

青森中央高 

北斗高 青森北高 

青森南高 

青森西高 

黒石商業高

黒石高

尾上総合高

柏木農業高

弘前工業高 

弘前高 

弘前南高 

岩木高 

弘前実業高

弘前中央高 

七戸高

中南 

東青 

下北 

西北 

上北 
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２ 平成２８年度県立全日制高等学校募集学級別一覧 

募集学級数 東青 西北 中南 上北 下北 三八 計 

７学級 青森 
青森東 
青森工業 

 弘前工業 
弘前実業 

  八戸工業   ６校 

６学級 青森西 
青森北 
青森南 
青森商業 

 弘前 
弘前中央 
弘前南 

三本木 
三沢 
 

 八戸 
八戸東 
八戸北 
 

 １２校 

５学級 青森中央 
 

五所川原  三本木農業
十和田工業
 

田名部 
大湊 
 

八戸西   ７校 

４学級  木造 
五所川原農林 
五所川原工業 

黒石 
柏木農業 
黒石商業 

七戸 
百石 
三沢商業 

むつ工業 八戸水産 
八戸商業 

 １２校 

３学級    野辺地  名久井農業   ２校 

２学級 浪岡 鰺ヶ沢 
板柳 
金木 
鶴田 

 十和田西 
六戸 
六ヶ所 

大間 五戸 
三戸 

 １１校 

１学級 青東平内 
青北今別 

木造深浦 
中里 

弘実藤崎  大湊川内 田子   ７校 

学校数  １１校  １０校   ９校  １１校   ５校  １１校  ５７校 

学級数 ５４学級 ２７学級 ４５学級 ４３学級 １７学級 ４６学級  232学級 

 

 

３ 学校規模の推移 

 
（県教育庁高等学校教育改革推進室調べ） 
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資料５ 青森県立高等学校の概要 

【課程の種類】 

全日制の課程 通常の課程 
定時制の課程 夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程 
通信制の課程 通信による教育を行う課程 

（学校教育法第４条） 

【学年制と単位制】 

学  年  制 学年ごとに教育課程の修了の認定を受けて学習していく制度 
単  位  制 学年による教育課程の区分を設けず、決められた単位を修得すれば

卒業が認められる制度 
 

【県立高等学校の設置状況（平成２８年度）】 

課程・学科等 東青 西北 中南 上北 下北 三八 

全 
日 
制 

学 
年 
制 

普
通
科
等 

普通科 

青森 
青森西 
青森東･平内 
青森北 
青森北･今別 
青森南 
浪岡 

五所川原
金木 
鰺ヶ沢 
板柳 
鶴田 
中里 

弘前 
弘前中央
岩木 
黒石 
 

三本木 
十和田西
三沢 
野辺地 
六戸 
百石 
六ヶ所 

田名部 
大湊･川内
大間 

八戸 
八戸東 
八戸北･南郷
八戸西 
三戸 
五戸 
田子 

理数科  五所川原     

英語科    三沢 田名部  

外国語科 青森南      

スポーツ科学科 青森北  弘前実業   八戸西 

表現科      八戸東 
職
業
教
育
を
主
と
す
る
専
門
学
科 

農業科  五所川原農林

柏木農業

弘前実業

弘実･藤崎

三本木農業  名久井農業

工業科 青森工業 五所川原工業 弘前工業 十和田工業 むつ工業 八戸工業

水産科（専攻科※1）      八戸水産

商業科 青森商業  
弘前実業

黒石商業

十和田西

三沢商業
 八戸商業

家庭科   弘前実業 百石   

看護科（専攻科※1）   黒石    

単
位
制 

普通科 青森東  弘前南   八戸北 

総合学科 青森中央
木造 
木造･深浦

 七戸 大湊  

定
時
制 

単
位
制 

３ 
部 
制 
  ※2 

普通科 北斗     八戸中央

総合学科   尾上総合    

夜
間 

普通科  五所川原  三沢 田名部  

工業科 青森工業  弘前工業   八戸工業
通
信
制 

単
位
制 

普通科 北斗  尾上総合   八戸中央

  
  



 

 

２４ 
 

【多様な教育制度の導入校（一部再掲を含む。）】 

  ①全日制普通科単位制 

    青森東高等学校 

    弘前南高等学校 

    八戸北高等学校 

 

  ②中高一貫教育校 

   ア 連携型中高一貫教育校 

      田子高等学校（田子町立田子中学校） 

   イ 併設型中高一貫教育校 

      三本木高等学校（附属中学校） 

 

  ③総合選択制 

    弘前実業高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 専攻科 … 高等学校を卒業した者が、より専門性の高い知識や高度な技術を身に付けることを目

的として、本県では看護科と水産科に設置。 
※２ ３部制の定時制の課程 … 午前、午後、夜間等の時間帯で授業を行い、仕事の時間や学習スタイ

ルに合わせて、他の部の授業を受けることなどにより３年での卒業も可能。 
  



 

 

２５ 
 

１学級規模
　（４０人学級）

２学級規模
　～３学級規模
　（３５人学級）

４学級規模
　～５学級規模
　（４０人学級）

６学級規模
　～７学級規模
　（４０人学級）

４．６科目 ４．４科目 ４．８部 ３．４部

学校規模
地理歴史、公民
の開設科目数

理科の
開設科目数

運動部活動数 文化部活動数

８．５科目 ８．７科目 １５．８部 １２．５部

５．４科目 ６．３科目 ７．５部 ４．３部

８．２科目 ７．８科目 １３．２部 ９．０部

資料６ 学校規模による入学状況等の違い（全日制普通科等） 

 

１ 入学状況（充足率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校基本調査を基に県教育庁高等学校教育改革推進室において作成） 

 

２ 卒業者の進路状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高等学校等卒業者の進路状況(平成27年5月1日現在)を基に県教育庁高等学校教育改革推進室において作成） 

 

３ 科目開設等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２８年度学校要覧を基に県教育庁高等学校教育改革推進室において作成） 

１学級規模
　（４０人学級）

２学級規模
　～３学級規模
　（３５人学級）

４学級規模
　～５学級規模
　（４０人学級）

６学級規模
　～７学級規模
　（４０人学級）

学校規模
平成２７年３月卒業者（平成２４年４月入学者）の進路状況

13%

22%

43%

76%

21%

29%

21%

14%

59%

47%

34%

5%

7%

2%

2%

5%

大学等 専修学校 就職 その他

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

１学級規模
　（４０人学級）

92.5% 81.3% 76.5% 86.5% 81.3% 63.0% 53.5% 48.0%

２学級規模
　～３学級規模
　（３５人学級）

96.0% 93.2% 91.7% 90.8% 89.7% 89.7% 90.8% 83.0%

４学級規模
　～５学級規模
　（４０人学級）

99.3% 97.7% 96.4% 97.1% 96.8% 96.0% 95.0% 99.1%

６学級規模
　～７学級規模
　（４０人学級）

99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

入学状況（充足率）

 ７２０人
  ～８４０人

学校規模
全校生徒数

（募集定員）

　　１２０人

 ２１０人
　～３１５人

 ４８０人
  ～６００人



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇問い合わせ先 

  〒030-8540 青森市新町２－３－１ 

   青森県教育庁高等学校教育改革推進室 

   電 話  ０１７－７３４－９８６６ 

   ﾌｧｯｸｽ  ０１７－７３４－８００３ 

   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

    http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/kenritukoutougakkoukyouikukaikaku.html 

   ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ E-KAIKAKU@pref.aomori.lg.jp 

 

 

 

 



青森県立高等学校教育改革推進計画 基本方針の概要 
 

 将来､高校教育を受ける子どもたちの教育環境を整備するため､青森県立高等学校教育改革推進計画を策定します。

第１ 計画策定の趣旨 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

① 充実した        と､

各          の二つ

の点に留意しながら、県全体の

高校教育の充実に取り組みま

す。 

② 一つの学校、一つの地域という

 視点だけではなく、学校と学校、

 学校と産業界、家庭、地域等が連

 携し、県全体が一丸となって 

 高校教育を推進する 

 の視点により取り組みます。  

③ 市町村等と緊密な連携を図ると

ともに、県立高校教育改革に関す

る情報を広く提供し、多くの意見

を伺いながら、        

の下、計画を策定します。 

   

① 各高校が特色を生かした人財育成に取り組むことができるよう、学

校・学科の充実を図ります。  [第２] 
 
② これからの時代に求められる力を身に付けることのできる学校規模

となるよう、計画的な学校配置に取り組みます。  [第３] 
 
③ 高校間の連携等、魅力ある高校づくりに取り組みます。  [第４] 
 

④ 県立高校教育改革に関する情

報を広く提供し、多くの意見を

伺いながら、県民の理解と協力

の下、計画を策定します。 

   [第５] 

【青森県立高等学校教育改革推進計画】 

① 社会の急速な変化（グローバル化・情報通信技術の

進展、少子高齢化の進行等） 
 
② 高大接続改革等高校教育を巡る環境の変化 
 
③ 生徒の進路志望等の多様化（高校等進学率９９％） 
 
④ 平成２９年３月から平成３９年３月までの１０年間

で約３，１００人の中学校卒業予定者数の減少 

背景(P1) 

① 生徒一人一人にこれからの時代に求められ

る力を育みます。 

 

・確かな学力 ・豊かな心 ・健やかな体 

 

 

 

・逞しい心 

・学校から社会への円滑な移行に必要な力 

・本県の未来を力強く支えようとする心 

 
② 全ての高校において本県の未来を担う人財

を育成します。 
 

・地域を支える人財 

・社会を牽引する人財 

・産業の発展に貢献する人財 

本県の未来を担う人財の育成(P2)

生きる力 

本県が特に重視する力

オール青森

地域の実情への配慮

教育環境の整備 

計画策定の考え方（P3) 

計画策定の視点（P3) 

 

 

 

 

計画の構成（P4) 

基本方針(平成30年度からおおむね10年間)：学校・学科の在り方や学校規模・配置等、県立高校教育改革 

                    に関する基本的な考え方 

第１期実施計画(平成30年度から5年間) 

 ：学科改編や地区ごとの具体的な学校規模・配置等

第２期実施計画(平成35年度から5年間) 

 

県民の理解と協力

１

12,352 

9,197 

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

第３次【前期】 第３次【後期】

１０年間で約３，１００人の減少

県立高等学校教育改革推進計画

0



第２ 学校・学科の充実  
全日制課程の方向性（P5～P8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ※1 普通科及び普通科系の専門学科（理数、英語、外国語、スポーツ科学、表現の各学科） 

     ※2 農業、工業、商業、水産、家庭、看護等の各学科 
     ※3 選抜性の高い大学への進学に対応した取組、グローバル教育や理数教育等の特定分野の学習における先進的な取組等 
 

第３ 学校規模・配置の方向性 
全日制課程の方向性（P9～P12） 

                   ◆ 中学生の進路志望に応じた高校の選択肢を確保します。 

 

 

 
 
 

  ◆ 一定の学校規模を維持することにより、本県高校教育全体の質の確保・向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画的な学校配置 

に向けた取組）

① 地区意見交換会(仮称)を

開催し、あらかじめ意見を

伺いながら具体的な実施計

画を策定します。 

② 計画的な統合を行う場合

には､開設準備委員会(仮称)

を設置し、統合校の新たな

名称等について検討します｡

教
育
環
境
・
各
学
科
の
充
実 

  次のような教育活動に向け教育環境を整備します。 
    ① 基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図ります。 
    ② 課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学びを実践します。 
    ③ 社会人・職業人として自立するために必要な能力や態度を養います。 
    ④ 各高校が連携しながら特色ある教育活動を行い、本県高校教育全体の質の確保・向上を図ります。

（普通科等の重点校） 

① 今後求められる人財の育成に向けた特色ある
教育活動※3の中核的な役割を担う高校を重点校
とします。  

② 重点校と各高校が連携し、県全体の普通科等
の質の確保・向上を図ります｡  

③ 単位制や併設型中高一貫教育の拡充について
検討します。  

（普通科等の充実） 

① 各高校において特色ある教育活動に取り組む

とともに、キャリア教育の充実を図ります｡  
② 各高校が連携しながら、生徒の幅広い進路志

望に対応します。  
③ 普通科系の専門学科については、専門学科と

しての役割、中学生のニーズ等を検証し、設置

意義を見直します。 

（職業教育を主とする専門学科の拠点校） 

① 農業科・工業科・商業科において、各学科の

専門科目を幅広く学ぶとともに、専門的な学習

を深め、各学科の学習の拠点となる高校を拠点

校とします。  
② 拠点校と各高校が連携し、県全体の職業教育

を主とする専門学科の質の確保・向上を図りま

す。  
（職業教育を主とする専門学科の充実） 
① 職業の多様化に対応できる資質・能力、高校

卒業後も学び続ける態度を育みます｡  
② 大学との接続を視野に入れた取組や、地域、

企業等との連携を推進します｡  
③ 専門化・細分化してきた学科については、各

専門分野の基礎・基本を重視した学科への見直
しを検討します。 

共 

通 

普通科等※1 職業教育を主とする専門学科※2 

高校教育を受ける機会の確保（P9) 

≪学校規模の標準≫ 

 

普通科等の重点校 
 

１学年当たり６学級以上 

職業教育を主とする専門学科の拠点校

 一つの専門学科で 

    １学年当たり４学級以上

幅広い進路選択 
に対応する高校 

選抜性の高い大学への 
進学に対応する高校

実践的な職業教育 
に対応する高校

基本となる学校 
 

１学年当たり４学級以上 

充実した教育環境の整備（P9～P10） 

（学校配置の考え方） 

① 学校規模の標準を踏まえ、６地区ごとに中学校卒業予定者数の推移､

中学生のニーズ等に対応しながら計画的な学校配置を進めます。  
② 生徒にとって必要な学科の選択肢を確保するため、異なる学科の高

校の統合により、複数の学科を有する高校の設置について検討します｡ 
③ 公共交通機関の利便性等を考慮します。  
④ 重点校を各地区に配置し、農業科・工業科・商業科の拠点校を全県

的なバランスを考慮して配置します。  
⑤ 地域校については、地域における通学状況を考慮した上で、配置し

ます。 

学校配置の方向性（P11～P12）

２ 



 

                             定時制・通信制課程の方向性(P8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 ◆ 地理的な要因から高校への通学が困難な地域が新たに生じないよう配慮します。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     ※4 法的には分校。全学年が１学級規模となった段階で校舎制に移行し、本校舎と連携した取組により教育活動の充実を図ってきた。 

 定時制・通信制課程の方向性（P12） 

 

（定時制・通信制共通） 

○ 様々な事情を抱える生徒に広く

高校教育を提供する役割を果たし

ていくため、教育環境の充実を図

ります｡ 
 

（定時制） 

① 特別支援学校等との連携、スク

ールソーシャルワーカー等専門ス

タッフによるよりきめ細かな支援

体制の整備等、教育環境の充実を

図ります。 

② 工業科については、生徒のニー

ズ等を踏まえ、今後の在り方につ

いて検討します。 
 

（通信制） 

○ 後期入学制度やＩＣＴを活用し

た教育方法の導入等について検討

し、教育環境の充実を図ります。

（中高一貫教育） 

①連携型…生徒数が減少

し、連携が難しくなっ

ていることを踏まえ、

今後の在り方を検討し

ます。 
 

②併設型…新たな設置に

ついては、市町村等の

意向や地区の中学校の

生徒数等を考慮しなが

ら検討します。 
 

（全日制普通科単位制 

    ・総合選択制）

○ 進路志望等の達成に

資することができる場

合には新たな導入につ

いて検討します。 

多様な教育制度 

（総合学科の充実） 

① 課題解決型学習による主体的

な学習の充実を図ります。 

 

② 系列については、生徒のニー

ズ等を踏まえ見直します。 

 

③ 社会人や地域の有識者を講師

として活用します。 

 

④ 学科改編については、生徒の

ニーズ等を踏まえ検討します。 

総合学科 

 

（地域校） 

① 学校規模の標準を満たさない高校であっても、募集停止等により高校への通学が困難な地域が新たに生

じる場合は、地域校として配置します。  
② 高校への通学が困難な地域については、公共交通機関の状況を考慮し、総合的に判断します。 

 ≪公共交通機関の状況≫ ・路線の整備状況（通学可能な公共交通機関が存在するか。） 

             ・利用時間帯（早朝(おおむね午前６時以前)に乗車しなければならないか。）

             ・利用時間（片道の乗車時間がおおむね１時間を超えるか。） 

（２学級規模の地域校） 
○ 入学者数が４０人以下の状態が２年間継続した場合、原則として１学級規模とします。  
（１学級規模の地域校） 

① 校舎制導入校※4を地域校とする場合は、引き続き、校舎制導入校とします｡  
② 第３次実施計画【後期】により１学級規模とした高校を地域校とする場合は、引き続き、本校とします｡ 
③ 本計画において１学級規模となる地域校は、引き続き、本校とします。  
④ 入学者数が極めて少ない状況となった場合等には高校教育として求められる質の確保に支障が生じる

懸念があることから、次のとおり対応します。 

 募集人員に対する入学者数の割合が２年間継続して２分の１未満となった場合、募集停止等に向け、

当該高校の所在する市町村等と協議します。 

  なお、協議の際には、通学が困難となる地域の生徒の通学について、当該高校の所在する市町村等と

連携を図りながら、対応を検討します。 

定時制:６地区ごとに配置することを基本とします｡ 通信制:東青･中南･三八地区に配置することを基本とします｡
３



第４ 魅力ある高等学校づくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第５ 県民の理解と協力の下での県立高等学校教育改革の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 中学生の進路選択に資することができるよう、各高校における充実した情報発信を支援します。 
 
② 教員の資質向上のための研修の充実を図ります。 
 
③ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等専門スタッフの配置の充実を図ります。これら

の専門スタッフの配置や教職員配置の充実等について、国に働きかけていきます。 
 
④ ＩＣＴの活用による教育活動の充実を図るとともに、施設・設備の整備を進めます。 

教育活動の充実に向けた取組（P14) 

① 実施計画の策定に当たっては、幅広く情報提供するとともに意見を伺いながら、多くの県民の理解が得

られるよう取り組みます。 

 

 

② 県立高校教育改革の推進に当たっては、成果や有効性について継続的に検証します｡ 

 

 

県民の理解と協力を得る取組（P15) 

・生徒や保護者等を対象とした高校教育に関する意識調査等により検証 

・必要に応じて基本方針を見直し 

 青森県教育委員会では、広く県民の皆様からご意見・ご感想をいただきながら、青森県立高等学校教育
改革推進計画に取り組んでまいります。今後は、第１期実施計画の策定に向けた検討を重ねることとして
います。多くの皆様のご意見・ご感想をお待ちしています。 
 
◇第１期実施計画決定までのスケジュール 
 〈平成２８年度〉  

９月～１月 地区意見交換会（仮称）実施 
 〈平成２９年度〉 

・第１期実施計画（案）公表 
  ・パブリック・コメント、地区懇談会実施 
  ・第１期実施計画決定 
 
◇ご意見・ご感想の宛先 
 〒030-8540 青森市新町２－３－１ 青森県教育庁高等学校教育改革推進室 
 電話 ０１７－７３４－９８６６    ファックス ０１７－７３４－８００３ 

  詳しくは、青森県立高等学校教育改革 検索 
  ホームページ 
     http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/kenritukoutougakkoukyouikukaikaku.html 
  メールアドレス E-KAIKAKU@pref.aomori.lg.jp 

県民の皆様のご意見等を募集しています 

４ 

① 生徒数が減少する中で進路志望等の多様化に対応するため、各高校間の連携を推進します。 

 
 
 
 
 
 
② 小・中学校、特別支援学校等との連携を推進します。 

 

 

 

 

学校・家庭・地域等との連携の推進（P13)

・生徒による合同研究や教員研修等の連携 

・小規模校の生徒が様々な個性に触れることのできる教育活動のための連携 

・生徒や教員が移動する際の交通手段や安全性の確保 

・キャリア教育、英語教育等の推進のための小・中学校との連携 

・特別な支援を必要とする生徒に対応するための教員研修等における特別支援学校との連携 

・生徒の能力を伸長させるための大学等との連携 

・自ら地域の課題を発見し、解決に取り組む教育実践のための地域等との連携 

・あらかじめ地区意見交換会（仮称）を開催し、地域の意見を聴取 

・計画案公表後、パブリック・コメント、地区懇談会、市町村等への意見照会等を実施 



参 考 資 料

第８１１回定例会（平成２８年８月）

●議案第１号

青森県立高等学校教育改革推進計画基本方針について P１～14

●議案第２号

県立特別支援学校の学科の設置及び廃止について P15～

●議案第７号

県重宝及び県技芸の指定並びに県技芸の保持団体の認定について P16～24



 

青森県立高等学校教育改革推進計画基本方針について 

（パブリック・コメント、地区懇談会、請願等の概要） 

 

  １ パブリック・コメント 

［実施期間］平成２８年５月１２日～６月１０日（３０日間） 

［提出件数］３人 延べ５件の意見 

 

２ 地区懇談会 

［開催期間］平成２８年５月２３日～６月３日 

［参加者数等］ 

        参加者数：１１１人 

    ［東青 14人、西北 26人、中南 17人、上北 17人、下北 14人、三八 23人］ 

    発言者数： ２２人 

    ［東青  2人、西北  3人、中南  3人、上北  5人、下北  4人、三八  5人］ 

    アンケート回答者数：８０人（回収率７２．１％） 

    ［東青 11人、西北 21人、中南  9人、上北 12人、下北  9人、三八 18人］ 

 

３ 要請に基づく説明会 

   ① 今別町      (平成２８年 ６月 ９日)[参加者数14人] 

   ② 田子町      (平成２８年 ６月２３日)[参加者数70人] 

   ③ むつ市連合ＰＴＡ（平成２８年 ７月１５日)[参加者数54人] 

 

４ 請願等 

  ○ 青森県立青森北高等学校今別校舎後援会等 (平成２８年 ６月１３日) 

 ※ 次期計画等に係る請願等としては、平内町等から平成２７年１２月２日に受理。 
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青森県立高等学校教育改革推進計画基本方針（案）に関する意見募集結果について 

         

 県教育委員会が実施しました、青森県立高等学校教育改革推進計画基本方針（案）に関

する意見募集に対し、御意見をいただき、誠にありがとうございました。  

いただいた意見の概要と、それに対する県教育委員会の考え方は下記のとおりです。

         

記 

         

１ 意見募集期間         

  平成２８年５月１２日（木）から平成２８年６月１０日（金）まで  

       

２ 募集方法         

  青森県立高等学校教育改革推進計画基本方針（案）を、県及び県教育委員会のホーム

ページに掲載したほか、県教育庁高等学校教育改革推進室、県の各教育事務所、県政情

報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーに備え付けました。また、希望者に

は郵送することとしました。 

  意見提出は、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれかの方法によることとし、提出言語

は日本語としました。 

  意見提出に当たっては、提出者の住所・氏名（法人等の場合は、その名称、事務所所

在地等の連絡先）の明記を条件としましたが、住所が記載されていない意見につきまし

ても、提出意見として取り扱うことが適切であると判断しましたので、提出された意見

に含めてあります。  

        

３ 提出された意見         

  ３人の方から、延べ５件の意見をいただきました。   

  その反映状況は次のとおりです。       

  

文章修正等 記述済み 実施段階検討 反映困難 その他 計 

 ２件 ２件 １件  ５件 

        

「文章修正等」・・・・・・本文の修正、記述の追加等意見を反映させるもの。 

「記述済み」・・・・・・・既に記述済みのもの。     

「実施段階検討」・・・・・計画の実施段階で検討又は対応すべきもの。 

「反映困難」・・・・・・・反映が困難なもの。    

「その他」・・・・・・・・質問や感想。施策の体系外への意見。  

      

 ※ パブリック・コメント等でいただいた意見に対する県教育委員会の考え方について

は、基本方針と同様にホームページ上で公表いたします。   
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№
提

出
さ

れ
た

意
見

反
映

状
況

意
見
に

対
す

る
県

教
育

委
員

会
の

考
え

方

1
　

既
に

高
等

学
校

進
学

率
が

１
０

０
％

近
い

今
日

、
個

々
の

特
性

を
生

か
し

た
教

育
環

境
が

必
要

で
あ

る
。

記 述 済 み

　
基

本
方

針
の

「
第

１
　

計
画

策
定

の
趣

旨
」

の
「

２
　

本
県

の
未

来
を

担
う

人
財

の
育

成
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

全
て

の
高

等
学

校
に

お
い

て
、

地
域

の
要

請
、

中
学

生
の

ニ
ー

ズ
等

に
応

じ
た

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
を

明
確

に
し

な
が

ら
、

特
色

あ
る

教
育

活
動

を
推

進
し

、
本

県
の

未
来

を
担

う
人

財
の

育
成

に
取

り
組

む
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

こ
の

た
め

、
本

基
本

方
針

で
は

、
教

育
環
境

の
整

備
と

し
て

「
学

校
・

学
科

の
充

実
」

や
「

学
校

規
模

・
配

置
の

方
向

性
」

等
に

つ
い

て
示

し
て

い
ま

す
。

2
　

未
来

を
担

う
人

財
の

育
成

の
た

め
、

現
在

あ
る

高
等

学
校

を
廃

止
せ

ず
、

で
き

る
な

ら
過

去
５

年
間

に
廃

校
と

し
た

高
等

学
校

の
再

設
置

も
考

え
る

べ
き

で
あ

る
。

反 映 困 難

　
県

教
育

委
員

会
で

は
、

こ
れ

ま
で

、
中

学
校

卒
業

予
定

者
数

の
減

少
に

対
応

し
、

高
等

学
校

教
育

を
受

け
る

機
会

を
確

保
す

る
と

と
も

に
充

実
し

た
教

育
環
境

を
整

備
す

る
た

め
、

３
次

に
わ

た
る

県
立

高
等

学
校

教
育

改
革

実
施

計
画

に
よ

り
、

学
級

減
や

統
合

等
に

取
り
組

ん
で

き
ま

し
た

。
 
 
こ

の
よ

う
な

中
、

グ
ロ

ー
バ

ル
化

や
情

報
化

等
に

よ
る

社
会

の
急

速
な

変
化

や
、

生
徒

数
の

更
な

る
減

少
に

対
応

し
、

未
来

を
担

う
子

ど
も

た
ち

が
変

化
の

激
し

い
こ

れ
か

ら
の

時
代

を
生

き
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
自

ら
問

い
を

設
定

し
自

分
な

り
の

解
を

見
出

す
力

や
、

多
様

な
人

々
と

協
働

す
る

力
等

を
育

む
必

要
が

あ
り

ま
す

。
　

こ
の

よ
う

な
こ

れ
か

ら
の

時
代

に
求
め

ら
れ

る
力

を
生

徒
一

人
一

人
に

育
む

た
め

、
基

本
方

針
に

お
い

て
、

全
日

制
課

程
に

お
け

る
計

画
的

な
学

校
規
模

・
配

置
に

当
た

っ
て

は
、

中
学

生
そ

れ
ぞ

れ
の

志
に

応
じ

た
高

等
学

校
や

学
科

等
を

選
択

で
き

る
環

境
づ

く
り

に
向
け

た
「

高
等

学
校

教
育

を
受

け
る

機
会

の
確

保
」

と
、

よ
り

特
色

あ
る

教
育

活
動

の
実

践
に

向
け

た
「

充
実

し
た

教
育

環
境

の
整

備
」

の
二

つ
の

観
点

を
考

慮
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
具

体
的

に
は

、
充

実
し

た
教

育
環
境

の
た

め
に

必
要

と
な

る
学

校
規

模
の

標
準

を
踏

ま
え

、
６

地
区

ご
と

に
、

中
学

校
卒

業
予

定
者

数
の

推
移

、
産

業
動
向

、
中

学
生

の
ニ

ー
ズ

等
に

対
応

し
な

が
ら

、
計

画
的

な
学

校
配

置
を

進
め

る
と

と
も

に
、

学
校

規
模

の
標

準
を

満
た

さ
な

い
高

等
学

校
の

う
ち

、
募

集
停

止
等

に
よ

り
高

等
学

校
へ

の
通

学
が

困
難

な
地

域
が

新
た

に
生

じ
る

こ
と

と
な

る
高

等
学

校
に

つ
い

て
は

、
地

域
に

お
け

る
通

学
状

況
を

考
慮

し
た

上
で

、
地

域
校

と
し

て
配

置
す

る
こ

と
と

し
て
い

ま
す

。

3
　

基
本

方
針

（
案

）
に

つ
い

て
は

、
生

徒
減

少
に

伴
う

現
状

や
将

来
を

見
据

え
て

の
こ

と
で

あ
り

、
や

む
を

得
ぬ

こ
と

だ
と

思
っ

て
い

る
の

で
了

解
す

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
教

育
の

均
衡

を
考

え
る

際
に

、
ス

ク
ー

ル
バ

ス
の

運
行

や
、

寄
宿

舎
の

設
置

を
検

討
し

て
ほ

し
い

。

実 施 段 階 検 討

　
計

画
策

定
に

当
た

っ
て

は
、

基
本

方
針

の
「

第
１

　
計

画
策

定
の

趣
旨

」
の

「
３

　
計

画
策

定
の

方
向

性
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

生
徒

の
通

学
環

境
や

地
域
に

お
け

る
高

等
学

校
の

役
割

等
、

各
地

域
の

実
情

に
配

慮
す

る
必

要
が

あ
る

と
し

て
い

ま
す

。
　

ま
た

、
「

第
３

　
学

校
規

模
・

配
置
の

方
向

性
」

の
「

１
　

全
日

制
課

程
に

お
け

る
計

画
的

な
学

校
規

模
・

配
置

に
当

た
っ

て
の

観
点

」
に

示
し

た
よ
う

に
、

通
学

が
可

能
な

範
囲

は
、

公
共

交
通

機
関

の
利

便
性

等
に

よ
り

変
わ

り
得

る
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
通

学
環
境

の
充

実
に

つ
い

て
、

市
町

村
等

と
連

携
を

図
り

な
が

ら
検

討
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
具

体
的

な
内

容
に

つ
い

て
は

、
県

内
の

中
学

生
、

高
校

生
、

保
護

者
等

を
対

象
に

平
成

２
６

年
度

に
実

施
し

た
高

等
学

校
教

育
に

関
す

る
意

識
調

査
の

結
果
や

青
森

県
立

高
等

学
校

将
来

構
想

検
討

会
議

で
の

意
見

等
を

踏
ま

え
る

と
と

も
に

、
今

後
も

県
民

の
皆

様
か

ら
意

見
を

伺
い

な
が

ら
検

討
し

ま
す

。

4
　

地
域

の
実

情
や

社
会

環
境

の
実

態
を

正
し

く
把

握
し

た
上

で
、

単
な

る
組

織
改

革
で

は
な

く
、

青
森

県
ら

し
い

真
の

人
財

育
成

で
あ

る
「

生
き

る
力

」
を

身
に

付
け

さ
せ

る
た

め
、

先
生

が
生

徒
・

住
民

と
一

緒
に

活
動

す
る

な
ど

、
地

域
と

連
携

し
た

教
育

が
必

要
で

あ
る

。
記 述 済 み

　
青

森
県

立
高

等
学

校
将

来
構

想
検

討
会
議

の
答

申
に

お
い

て
も

、
「

子
育

て
家

庭
を

取
り

巻
く

環
境

が
大

き
く

変
化

し
、

家
庭

に
お

け
る

教
育

力
の

低
下
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
地

域
に

お
け

る
活

動
や

交
流

の
減

少
な

ど
、

住
民

同
士

の
つ

な
が

り
の

希
薄

化
か

ら
地

域
に

お
け

る
教

育
力

の
低

下
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
中

、
子

ど
も

た
ち

が
地

域
へ

の
愛

着
や

誇
り

を
持

つ
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

学
校

・
家

庭
・

地
域

が
一

体
と

な
っ

て
子

ど
も

た
ち

の
学

び
や

育
ち

を
支

援
す

る
こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
特

に
、

高
等

学
校

に
お

い
て

は
、

地
域

の
人

的
・

物
的

資
源

を
活

用
し

な
が

ら
、

生
徒

が
自

ら
地

域
に

お
け

る
課

題
を

発
見

し
、

そ
の

解
決

に
取

り
組

む
な

ど
の

教
育

実
践

を
通

し
て

、
地

域
を

支
え

る
人

財
と

し
て
成

長
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

」
と

の
提

言
が

示
さ

れ
て

い
ま

す
。

　
基

本
方

針
で

は
、

こ
の

提
言

を
踏

ま
え
、

地
域

の
人

的
・

物
的

資
源

を
活

用
し

な
が

ら
、

自
ら

地
域

に
お

け
る

課
題

を
発

見
し

、
そ

の
解

決
に

取
り

組
む

な
ど
の

教
育

実
践

を
進

め
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

青
森

県
立

高
等

学
校

教
育

改
革

推
進

計
画

基
本

方
針

（
案

）
に

関
す

る
パ
ブ

リ
ッ

ク
・

コ
メ

ン
ト

で
の

意
見

募
集

結
果

項
目

人 財 育 成 学 校 配 置 通 学 環 境 連 携 の 推 進

1
 /

 2

3



№
提

出
さ

れ
た

意
見

反
映

状
況

意
見
に

対
す

る
県

教
育

委
員

会
の

考
え

方
項

目

5
　

校
舎

の
老

朽
化

や
生

徒
数

の
減

少
に

よ
る

学
校

再
編

の
必

要
性

は
十

分
理

解
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

し
か

し
、

津
軽

北
部

の
中

心
に

位
置

す
る

中
里

高
校

は
、

地
理

的
な

要
因

か
ら

通
学

す
る

こ
と

が
困

難
な

地
域

を
生

じ
さ

せ
な

い
た

め
に

も
必

要
と

考
え

る
こ

と
か

ら
、

地
域

校
と

し
て

今
後

と
も

存
続

を
望

む
。

　
な

お
、

基
本

方
針

（
案

）
に

異
議

は
な

い
。

実 施 段 階 検 討

　
基

本
方

針
の

「
第

３
　

学
校

規
模

・
配

置
の

方
向

性
」

の
「

１
　

全
日

制
課

程
に

お
け

る
計

画
的

な
学

校
規

模
・

配
置

に
当

た
っ

て
の

観
点

」
に

示
し

た
よ
う

に
、

学
校

配
置

に
当

た
っ

て
は

「
高

等
学

校
教

育
を

受
け

る
機

会
の

確
保

」
と

「
充

実
し

た
教

育
環

境
の

整
備
」

の
二

つ
の

観
点

を
考

慮
し

な
が

ら
検

討
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

ま
た

、
学

校
規

模
の

標
準

を
満

た
さ

な
い

高
等

学
校

の
う

ち
、

募
集

停
止

等
に

よ
り

高
等

学
校

へ
の

通
学

が
困

難
な

地
域

が
新

た
に

生
じ

る
こ

と
と

な
る

高
等

学
校

を
地

域
校

と
し

、
地

域
に

お
け

る
通

学
状

況
を

考
慮

し
た

上
で

配
置

し
ま

す
。

こ
の

通
学

が
困

難
な

地
域

に
つ

い
て

は
、

公
共

交
通

機
関

に
お

け
る

路
線

の
整

備
状

況
、

利
用

時
間

帯
、

利
用

時
間

を
考

慮
し

、
総

合
的

に
判

断
す

る
こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
地

域
校

に
つ

い
て

は
、

そ
の
観

点
や

候
補

校
等

を
試

案
と

し
て

公
表

し
た

と
こ

ろ
で

す
が

、
具

体
的

な
学

校
配

置
に

つ
い

て
は

、
地

区
意

見
交

換
会
（

仮
称

）
の

開
催

等
に

よ
り

、
県

民
の

方
々

か
ら

広
く

意
見

を
伺

い
な

が
ら

、
第

１
期

実
施

計
画

に
お

い
て

決
定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

個 別 の 学 校 に 関 す る 意 見 等

2
 /

 2

4



項
目

№
意

見
等

意
見
等

に
対

す
る

県
教

育
委

員
会

の
考

え
方

1
　

青
森

県
の

高
校

教
育

の
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ
、

質
の

向
上

に
つ

な
が

る
改

革
と

な
る

よ
う

希
望

す
る

。

2
　

生
き

る
力

が
大

切
だ

と
思

う
。

仲
間

づ
く

り
の

で
き

る
高

校
生

活
が

大
事

だ
と

思
う

。

3
　

今
後

も
子

ど
も

た
ち

の
可

能
性

を
伸

ば
す

教
育

施
策

の
推

進
に

期
待

す
る

。

人 財 育 成

4
　

郷
土

を
愛

す
る

心
の

涵
養

に
向

け
た

教
育

を
ど

の
よ

う
に

進
め

て
い

く
の

か
。

　
青

森
県

教
育

振
興

基
本

計
画

の
「

各
政
策

・
施

策
」

の
「

あ
お

も
り

の
未

来
を

つ
く

る
人

財
の

育
成

」
に

お
い

て
は

、
「

郷
土

の
歴

史
・

文
化

の
価

値
、

自
然
や

産
業

の
持

つ
魅

力
を

理
解

し
、

国
内

外
に

誇
り

を
持

っ
て

青
森

を
発

信
で

き
る

人
財

の
育

成
に

取
り

組
み

ま
す

」
と
示

し
て

い
ま

す
。

　
ま

た
、

基
本

方
針

に
お

け
る

「
第

１
　

計
画
策

定
の

趣
旨

」
の

「
２

　
本

県
の

未
来

を
担

う
人

財
の

育
成

」
に

示
し

た
よ

う
に

、
本

県
の

生
徒

に
は

、
国

際
的

視
野

を
持

ち
な

が
ら

、
本

県
の

歴
史

・
文

化
の

価
値

、
自

然
や

産
業

の
魅

力
を

理
解

す
る

こ
と

を
通

し
て

郷
土

に
誇

り
を
抱

き
、

本
県

の
未

来
を

力
強

く
支

え
よ

う
と

す
る

心
を

育
む

こ
と

と
し

て
お

り
、

市
町

村
等

と
連

携
し

な
が

ら
、

小
学
校

・
中

学
校

・
高

等
学

校
の

各
段

階
を

通
じ

た
取

組
を

推
進

し
ま

す
。

5
　

重
点

校
や

拠
点

校
で

は
先

進
的

な
取

組
が

行
わ

れ
る

が
、

そ
れ

以
外

の
学

校
で

は
同

じ
よ

う
な

取
組

が
行

わ
れ

な
い

の
で

は
な

い
か

と
い

っ
た

印
象

を
受

け
る

。

6
　

小
規

模
校

で
あ

っ
て

も
、

重
点

校
等

と
同

じ
よ

う
な

教
育

内
容

を
提

供
し

、
大

学
進

学
等

を
目

指
す

生
徒

に
対

し
、

十
分

な
指

導
を

し
て

も
ら

い
た

い
。

7
　

重
点

校
・

拠
点

校
と

色
分

け
す

る
こ

と
に

不
安

を
感

じ
る

。
偏

っ
て

い
く

よ
う

に
思

い
、

い
わ

ゆ
る

地
域

校
が

衰
退

し
て

い
く

よ
う

に
思

う
。

8
　

重
点

校
と

各
高

校
と

の
連

携
が

で
き

る
と

、
進

路
多

様
校

か
ら

選
抜

性
の

高
い

大
学

に
挑

戦
で

き
る

よ
う

に
な

る
の

で
は

な
い

か
と

思
う

。

青
森

県
立

高
等

学
校

教
育

改
革

推
進

計
画

基
本

方
針

（
案

）
に

関
す

る
地

区
懇

談
会

に
お

け
る

意
見

等

　
青

森
県

立
高

等
学

校
教

育
改

革
推

進
計

画
は

、
社

会
の

急
速

な
変

化
や

本
県

に
お

け
る

生
徒

数
の

更
な

る
減

少
が

見
込

ま
れ

る
中

、
生

徒
一

人
一

人
に

生
き

る
力
を

は
じ

め
と

す
る

こ
れ

か
ら

の
時

代
に

求
め

ら
れ

る
力

を
育

み
、

本
県

の
未

来
を

担
う

人
財

を
育

成
す

る
高

等
学

校
教

育
を

推
進

す
る

た
め

、
策

定
す

る
も

の
で

す
。

　
こ

の
考

え
方

や
い

た
だ

い
た

意
見

等
を

踏
ま

え
、

実
施

計
画

の
策

定
等

に
取

り
組

む
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
基

本
方

針
の

「
第

２
　

学
校

・
学

科
の

充
実
」

の
「

１
　

全
日

制
課

程
の

方
向

性
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

生
徒

数
が

減
少

し
て

い
く

中
に

あ
っ

て
も

、
全

て
の

高
等
学

校
に

お
い

て
、

基
礎

的
・

基
本

的
な

知
識

・
技

能
の

確
実

な
定

着
を

図
る

と
と

も
に

、
課

題
の

発
見

と
解

決
に

向
け

た
主

体
的

・
協

働
的

な
学

び
の

実
践

を
行

い
な

が
ら

、
社

会
人

・
職

業
人

と
し

て
自

立
し

て
い

く
た

め
に

必
要

な
能

力
や

態
度

を
養

う
こ

と
が

で
き

る
教

育
環

境
を

整
備

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
　

加
え

て
、

生
徒

数
の

大
幅

な
減

少
が

見
込
ま

れ
る

中
、

全
て

の
学

校
の

学
級

数
を

一
律

に
減

ら
し

た
場

合
、

従
来

の
充

実
し

た
教

育
活

動
を

継
続

す
る

こ
と

が
難
し

く
な

る
こ

と
も

懸
念

さ
れ

る
た

め
、

一
定

の
規

模
を

持
つ

高
等

学
校

を
重

点
校

、
拠

点
校

と
し

て
配

置
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
重

点
校

、
拠

点
校

は
中

核
と

な
っ

て
特

色
あ

る
教

育
活

動
等

に
取

り
組

む
と

と
も

に
、

そ
の

教
育

活
動

へ
の

各
高

等
学

校
の

生
徒

の
参

加
や

、
指

導
法

や
学

習
成

果
の

共
有

等
に

よ
り

各
高

等
学

校
が

連
携

し
、

本
県

高
等

学
校

教
育

の
質

の
確

保
・

向
上

を
図

る
も

の
で

す
。

　
な

お
、

基
本

方
針

と
併

せ
て

、
重

点
校

、
拠

点
校

と
各

高
等

学
校

と
の

連
携

の
イ

メ
ー

ジ
を

お
示

し
し

た
と

こ
ろ

で
す

が
、

今
後

は
、

重
点

校
、

拠
点

校
と

各
高
等

学
校

と
の

具
体

的
な

連
携

の
在

り
方

に
つ

い
て

、
様

々
な

意
見

を
伺

い
な

が
ら

検
討

し
ま

す
。

計 画 策 定 の 趣 旨 各 高 等 学 校 に お け る 教 育 環 境 の 充 実

参
考
資
料
３

議
案
第
１
号
関
係

1
 /

 8

5



項
目

№
意

見
等

意
見
等

に
対

す
る

県
教

育
委

員
会

の
考

え
方

各 学 科 の 充 実

9
　

グ
ロ

ー
バ

ル
教

育
の

重
要

性
が

増
す

中
、

例
え

ば
英

語
科

の
取

組
を

充
実

さ
せ

る
な

ど
、

グ
ロ

ー
バ

ル
教

育
の

モ
デ

ル
と

な
る

よ
う

な
取

組
を

進
め

る
学

校
が

あ
れ

ば
、

他
校

に
も

良
い

影
響

を
与

え
る

の
で

は
な

い
か

。

　
基

本
方

針
の

「
第

１
　

計
画

策
定

の
趣

旨
」

の
「

２
　

本
県

の
未

来
を

担
う

人
財

の
育

成
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

社
会

を
牽

引
す

る
人

財
と

し
て

、
社

会
の

課
題
に

対
す

る
幅

広
い

関
心

と
広

範
か

つ
深

い
教

養
、

卓
越

し
た

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
、

問
題

解
決

の
た

め
の

強
い

意
欲

や
能

力
等

を
身

に
付

け
、

将
来

、
本

県
は

も
と

よ
り

、
国

内
外

で
リ

ー
ダ

ー
と

し
て

活
躍

す
る

人
財

を
育

成
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

こ
の

こ
と

を
踏

ま
え

、
重

点
校

に
お

い
て

は
、

グ
ロ

ー
バ

ル
教

育
の

先
進

的
な

取
組

等
、

今
後
求

め
ら

れ
る

人
財

の
育

成
に

向
け

た
特

色
あ

る
教

育
活

動
の

中
核

的
役

割
を

担
う

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
英

語
科

に
つ

い
て

は
、

国
際
化

に
対

応
し

、
国

際
的

視
野

に
立

ち
活

躍
で

き
る

能
力

・
態

度
を

育
成

し
て

き
ま

し
た

が
、

小
学

校
・

中
学

校
・

高
等
学

校
を

通
じ

た
外

国
語

教
育

等
に

よ
り

学
校

教
育

全
体

で
真

に
使

え
る

英
語

の
能

力
を

身
に

付
け

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
な

ど
、

高
等

学
校

教
育

を
巡

る
環

境
が

変
化

し
て

き
て

い
る

こ
と

か
ら

、
専

門
学

科
と

し
て

の
役

割
、

中
学

生
の

ニ
ー

ズ
等

を
十

分
に

検
証

し
、

設
置

意
義

を
改

め
て

見
直

す
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

多 様 な 教 育 制 度

1
0

　
併

設
型

中
高

一
貫

教
育

の
新

た
な

導
入

に
つ

い
て

は
、

慎
重

に
判

断
す

べ
き

で
は

な
い

か
。

　
基

本
方

針
で

は
、

併
設

型
中

高
一

貫
教

育
に

つ
い

て
、

生
徒

一
人

一
人

の
資

質
・

能
力

を
伸

長
し

、
進

路
志

望
が

達
成

さ
れ

て
い

る
か

に
つ

い
て

引
き

続
き

検
証
し

、
教

育
活

動
の

充
実

を
図

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

ま
た

、
新

た
な

導
入

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
等

の
意

向
や

地
区
の

中
学

校
の

生
徒

数
の

推
移

等
を

考
慮

し
な

が
ら

検
討

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

学 校 規 模 ・ 配 置

1
1

　
「

高
等

学
校

教
育

を
受

け
る

機
会

の
確

保
」

と
し

て
挙

げ
て

い
る

「
中

学
生

の
進

路
の

選
択

肢
の

確
保

」
と

「
通

学
環

境
へ

の
配

慮
」

は
相

反
す

る
の

で
は

な
い

か
。

　
基

本
方

針
の

「
第

３
　

学
校

規
模

・
配

置
の

方
向

性
」

の
「

１
　

全
日

制
課

程
に

お
け

る
計

画
的

な
学

校
規

模
・

配
置

に
当

た
っ

て
の

観
点

」
の

う
ち

、
「
（

１
）

高
等

学
校

教
育

を
受

け
る

機
会

の
確

保
」

と
し

て
、

「
各

地
区

に
お

け
る

中
学

生
の

進
路

の
選

択
肢

の
確

保
」

と
「
通

学
環

境
へ

の
配

慮
」

の
二

つ
を

示
し

て
お

り
、

こ
の

二
つ

の
バ

ラ
ン

ス
を

考
慮

し
な

が
ら

、
各

地
区

に
お

け
る

具
体
的

な
学

校
配

置
等

に
つ

い
て

検
討

し
ま

す
。

1
2

　
高

等
学

校
の

小
規

模
化

が
進

む
中

、
こ

れ
ま

で
と

同
様

の
学

校
配

置
が

難
し

く
な

る
こ

と
に

よ
り

、
通

学
が

不
便

に
な

る
の

で
あ

れ
ば

、
寄

宿
舎

の
設

置
を

考
え

て
は

ど
う

か
。

　
計

画
策

定
に

当
た

っ
て

は
、

基
本

方
針

の
「

第
１

　
計

画
策

定
の

趣
旨

」
の

「
３

　
計

画
策

定
の

方
向

性
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

生
徒

の
通

学
環

境
や

地
域

に
お
け

る
高

等
学

校
の

役
割

等
、

各
地

域
の

実
情

に
配

慮
す

る
必

要
が

あ
る

と
し

て
い

ま
す

。
　

ま
た

、
「

第
３

　
学

校
規

模
・

配
置

の
方

向
性

」
の

「
１

　
全

日
制

課
程

に
お

け
る

計
画

的
な

学
校

規
模

・
配

置
に

当
た

っ
て

の
観

点
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

通
学
が

可
能

な
範

囲
は

、
公

共
交

通
機

関
の

利
便

性
等

に
よ

り
変

わ
り

得
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

通
学

環
境

の
充

実
に

つ
い

て
、

市
町

村
等

と
連

携
を

図
り

な
が

ら
検

討
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
具

体
的

な
内

容
に

つ
い

て
は

、
県

内
の

中
学
生

、
高

校
生

、
保

護
者

等
を

対
象

に
平

成
２

６
年

度
に

実
施

し
た

高
等

学
校

教
育

に
関

す
る

意
識

調
査

の
結

果
や

青
森
県

立
高

等
学

校
将

来
構

想
検

討
会

議
で

の
意

見
等

を
踏

ま
え

る
と

と
も

に
、

今
後

も
県

民
の

皆
様

か
ら

意
見

を
伺

い
な
が

ら
検

討
し

ま
す

。

1
3

　
保

護
者

と
し

て
は

、
通

学
状

況
を

考
慮

し
た

配
置

に
し

て
ほ

し
い

。
　

基
本

方
針

の
「

第
３

　
学

校
規

模
・

配
置
の

方
向

性
」

の
「

１
　

全
日

制
課

程
に

お
け
る

計
画

的
な

学
校

規
模

・
配

置
に

当
た

っ
て

の
観

点
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

計
画

的
な

学
校

規
模

・
配

置
に

当
た

っ
て

は
、

地
理

的
な

要
因

か
ら

高
等

学
校

に
通

学
す

る
こ

と
が

困
難

な
地

域
が
新

た
に

生
じ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

通
学

が
可

能
な

範
囲

は
、

公
共

交
通

機
関
の

利
便

性
等

に
よ

り
変

わ
り

得
る

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

通
学

環
境

の
充

実
に

つ
い

て
、

市
町

村
等

と
連

携
を

図
り

な
が

ら
検

討
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

高 等 学 校 教 育 を 受 け る 機 会 の 確 保
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項
目

№
意

見
等

意
見
等

に
対

す
る

県
教

育
委

員
会

の
考

え
方

1
4

　
学

校
配

置
に

当
た

っ
て

は
、

通
学

に
か

か
る

経
済

的
負

担
に

つ
い

て
も

考
慮

す
べ

き
で

は
な

い
か

。

1
5

　
家

庭
に

よ
っ

て
は

経
済

的
問

題
等

か
ら

、
遠

く
の

高
等

学
校

に
通

学
さ

せ
る

の
が

難
し

く
、

近
隣

の
高

等
学

校
に

入
学

さ
せ

る
な

ど
、

高
等

学
校

進
学

に
影

響
を

及
ぼ

す
こ

と
も

あ
る

。
こ

の
よ

う
な

状
況

を
踏

ま
え

、
地

域
校

が
存

続
す

る
期

間
が

で
き

る
だ

け
長

け
れ

ば
良

い
と

思
う

の
で

、
未

来
を

担
う

子
ど

も
た

ち
の

た
め

の
学

校
配

置
等

を
検

討
し

て
も

ら
い

た
い

。

1
6

　
所

得
や

住
む

地
域

に
よ

り
、

学
習

す
る

意
欲

が
あ

る
に

も
関

わ
ら

ず
、

そ
の

機
会

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
る

よ
う

な
状

況
は

回
避

し
て

ほ
し

い
。

1
7

　
地

域
と

共
に

歩
ん

で
き

た
高

校
が

な
く

な
っ

て
し

ま
う

か
も

し
れ

な
い

こ
と

は
、

大
変

残
念

で
あ

る
が

、
教

育
の

質
の

確
保

の
た

め
に

は
、

い
た

し
か

た
な

い
と

思
う

。

1
8

　
教

員
と

し
て

は
、

２
学

級
規

模
の

学
校

で
の

教
育

内
容

の
充

実
に

、
大

き
な

懸
念

と
不

安
が

感
じ

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

あ
る

程
度

の
学

校
規

模
を

確
保

し
な

が
ら

、
配

置
を

考
え

て
ほ

し
い

。

1
9

　
保

護
者

と
し

て
は

、
重

点
校

・
拠

点
校

も
大

切
だ

が
、

地
元

に
高

校
が

な
く

な
る

と
困

る
。

2
0

　
３

５
人

学
級

の
拡

充
を

行
っ

て
は

ど
う

か
。

2
1

　
基

本
と

な
る

学
校

規
模

は
４

学
級

１
６

０
人

以
上

と
し

て
い

る
が

、
現

在
、

小
規

模
校

で
は

３
５

人
学

級
に

し
て

い
た

だ
い

て
い

る
の

で
、

３
５

人
学

級
の

小
規

模
校

を
統

合
し

た
場

合
も

、
西

北
地

区
の

特
性

と
し

て
弾

力
的

な
学

級
編

制
を

認
め

て
ほ

し
い

。

2
2

　
１

学
級

当
た

り
の

生
徒

数
を

減
ら

し
、

手
厚

い
指

導
が

で
き

る
よ

う
努

め
て

も
ら

い
た

い
。

2
3

　
１

学
級

当
た

り
の

定
員

を
３

５
人

や
３

０
人

に
す

る
な

ど
し

て
、

郡
部

の
高

等
学

校
を

切
り

捨
て

る
こ

と
の

な
い

よ
う

配
慮

し
て

ほ
し

い
。

高 等 学 校 教 育 を 受 け る 機 会 の 確 保

　
基

本
方

針
の

「
第

３
　

学
校

規
模

・
配

置
の

方
向

性
」

の
「

２
　

全
日

制
課

程
に

お
け

る
学

校
規

模
の

方
向

性
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

基
本

と
な

る
学

校
規

模
は

１
学

年
当

た
り

４
学

級
（

１
６

０
人

）
以

上
と

し
て

い
ま

す
が

、
本

県
で

は
、

農
業

高
校

、
工

業
高

校
、

水
産

高
校

及
び

小
規

模
校

に
お

い
て

１
学

級
の

定
員

を
３

５
人

と
す

る
学

級
編

制
の

弾
力

化
を

実
施

し
て

お
り

、
こ

の
場

合
に

は
４

学
級

で
１

４
０

人
と

な
り

ま
す

。
　

全
て

の
高

等
学

校
で

１
学

級
の

定
員

を
３
５

人
と

し
た

場
合

、
学

校
規

模
の

標
準

を
満

た
し

て
い

る
高

等
学

校
に

お
い

て
も

、
生

徒
数

の
減

少
に

よ
り

学
校
行

事
や

部
活

動
等

の
活

動
に

制
約

が
生

じ
る

こ
と

も
懸

念
さ

れ
ま

す
。

ま
た

、
高

等
学

校
の

教
職

員
数

は
、

小
学

校
・

中
学
校

と
異

な
り

募
集

人
員

で
定

め
ら

れ
て

い
る

た
め

、
１

学
級

の
定

員
を

３
５

人
と

し
た

場
合

に
は

、
配

置
で

き
る

教
職
員

数
も

減
る

こ
と

と
な

り
、

学
級

数
は

同
じ

で
あ

っ
て

も
、

生
徒

の
多

様
な

進
路

志
望

に
応

じ
た

教
科

、
科

目
の

開
設
が

制
限

さ
れ

る
こ

と
や

、
様

々
な

専
門

性
を

有
す

る
教

員
の

配
置

が
困

難
に

な
る

な
ど

の
課

題
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

か
ら

、
１

学
級

の
定

員
に

つ
い

て
は

現
行

の
考

え
方

を
基

本
と

す
る

と
と

も
に

、
教

職
員

配
置

の
充

実
に

つ
い

て
は

、
引

き
続

き
、

国
に

対
し

て
働

き
か

け
て

い
き

ま
す

。
　

ま
た

、
具

体
的

な
学

校
配

置
に

つ
い

て
は
、

地
区

意
見

交
換

会
（

仮
称

）
の

開
催

等
に

よ
り

、
県

民
の

方
々

か
ら

広
く

意
見

を
伺

い
な

が
ら

、
第

１
期

実
施

計
画
に

お
い

て
決

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
青

森
県

立
高

等
学

校
将

来
構

想
検

討
会

議
に

お
い

て
は

、
学

校
配

置
に

関
し

て
、

公
共

交
通

機
関

の
状

況
に

加
え

、
各

家
庭

の
経

済
状

況
を

考
慮

す
べ

き
で

は
な
い

か
と

い
う

議
論

が
な

さ
れ

た
と

こ
ろ

で
す

が
、

各
家

庭
の

経
済

状
況

に
つ

い
て

は
奨

学
金

を
含

む
就

学
支

援
に

よ
り

対
応

す
る

こ
と

と
し

、
学

校
配

置
と

は
分

け
て

考
え

る
必

要
が

あ
る

と
の

方
向

性
の

下
、

答
申

が
提

出
さ

れ
ま

し
た

。
　

こ
の

こ
と

を
踏

ま
え

、
基

本
方

針
に

お
い

て
は

、
地

理
的

な
要

因
か

ら
高

等
学

校
に

通
学

す
る

こ
と

が
困

難
な

地
域

が
新

た
に

生
じ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

配
慮

す
る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
具

体
的

な
学

校
配

置
に

つ
い

て
は

、
地

区
意

見
交

換
会

（
仮

称
）

の
開

催
等

に
よ

り
、

県
民

の
方

々
か

ら
広

く
意

見
を

伺
い

な
が

ら
、

第
１

期
実

施
計

画
に

お
い

て
決

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
基

本
方

針
の

「
第

１
　

計
画

策
定

の
趣

旨
」

の
「

３
　

計
画

策
定

の
方

向
性

」
に

示
し

た
よ

う
に

、
計

画
策

定
に

当
た

っ
て

は
、

生
徒

一
人

一
人

に
こ

れ
か

ら
の
時

代
に

求
め

ら
れ

る
力

を
育

み
、

本
県

の
未

来
を

担
う

人
財

を
育

成
す

る
た

め
、

充
実

し
た

教
育

環
境

の
整

備
と

各
地
域

の
実

情
へ

の
配

慮
の

二
つ

の
点

に
留

意
し

な
が

ら
、

県
全

体
の

高
等

学
校

教
育

の
充

実
に

取
り

組
む

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

充 実 し た 教 育 環 境 の 整 備 学 校 規 模 の 標 準
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項
目

№
意

見
等

意
見
等

に
対

す
る

県
教

育
委

員
会

の
考

え
方

学 校 規 模 の 標 準

2
4

　
職

業
教

育
を

主
と

す
る

専
門

学
科

の
拠

点
校

に
お

け
る

学
校

規
模

の
標

準
に

つ
い

て
も

、
地

域
の

実
情

を
踏

ま
え

、
柔

軟
に

対
応

し
て

も
ら

い
た

い
。

　
拠

点
校

は
、

農
業

科
、

工
業

科
及

び
商

業
科

の
高

等
学

校
に

お
い

て
、

各
学

科
に

お
け

る
専

門
科

目
を

幅
広

く
学

び
、

基
礎

的
・

基
本

的
な

知
識

・
技

能
を

身
に

付
け

る
と

と
も

に
専

門
的

な
学

習
を

深
め

、
各

学
科

の
学

習
の

拠
点

と
な

る
高

等
学

校
と

し
て

い
ま

す
。

　
こ

の
こ

と
か

ら
、

拠
点

校
に

つ
い

て
は

、
特

定
の

学
科

に
お

け
る

専
門

科
目

を
幅

広
く

学
ぶ

た
め

、
基

幹
と

な
る

学
習

分
野

の
基

礎
・

基
本

を
習

得
す

る
と

と
も

に
、

専
門

的
な

学
習

を
深

め
る

こ
と

が
で

き
る

目
安

と
し

て
、

学
校

規
模

の
標

準
を

一
つ

の
専

門
学

科
で

１
学

年
当

た
り
４

学
級

（
１

６
０

人
）

以
上

と
示

し
て

い
ま

す
。

　
な

お
、

拠
点

校
に

つ
い

て
は

、
そ

の
観

点
や

候
補

校
等

を
試

案
と

し
て

公
表

し
た

と
こ

ろ
で

す
が

、
具

体
的

な
学

校
配

置
に

つ
い

て
は

、
地

区
意

見
交

換
会

（
仮

称
）

の
開

催
等

に
よ

り
、

県
民

の
方

々
か

ら
広

く
意

見
を

伺
い

な
が

ら
、

第
１

期
実

施
計

画
に

お
い

て
決

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

計 画 的 な 学 校 配 置

2
5

　
地

域
に

お
け

る
高

等
学

校
が

果
た

し
て

い
る

役
割

を
考

慮
し

、
拠

点
校

の
設

置
と

と
も

に
、

農
業

高
校

、
工

業
高

校
及

び
商

業
高

校
を

地
区

の
状

況
に

応
じ

て
配

置
す

る
な

ど
、

地
域

の
ニ

ー
ズ

に
合

っ
た

子
ど

も
を

育
て

て
ほ

し
い

。

　
基

本
方

針
に

お
い

て
、

計
画

的
な

学
校
規

模
・

配
置

に
当

た
っ

て
は

、
中

学
生

の
ニ

ー
ズ

等
を

踏
ま

え
な

が
ら

、
社

会
の

要
請

や
地

域
の

産
業

構
造

の
特

性
、

学
科
設

置
の

経
緯

等
を

十
分

考
慮

し
、

中
学

生
が

そ
れ

ぞ
れ

の
志

に
応

じ
て

学
科

等
を

選
択

で
き

る
よ

う
整

備
す

る
と

と
も

に
、

各
地

区
の

産
業

構
造

や
今

後
の

産
業

振
興

の
方

向
性

を
踏

ま
え

、
各

学
科

の
学

習
の

拠
点

と
な

る
拠

点
校

を
全

県
的

な
バ

ラ
ン

ス
を

考
慮

し
て

配
置

し
、

県
全

体
の

職
業

教
育

を
主

と
す

る
専

門
学

科
に

お
け

る
教

育
の

質
の

確
保

・
向

上
を

図
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
拠

点
校

に
つ

い
て

は
、

そ
の

観
点
や

候
補

校
等

を
試

案
と

し
て

公
表

し
た

と
こ

ろ
で

す
が

、
具

体
的

な
学

校
配

置
に

つ
い

て
は

、
地

区
意

見
交

換
会

（
仮

称
）

の
開

催
等

に
よ

り
、

県
民

の
方

々
か

ら
広

く
意

見
を

伺
い

な
が

ら
、

第
１

期
実

施
計

画
に

お
い

て
決

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

2
6

　
地

域
校

と
い

う
考

え
方

は
、

あ
り

が
た

い
。

い
つ

ま
で

も
存

続
さ

せ
て

ほ
し

い
。

　
計

画
的

な
学

校
規

模
・

配
置

に
当

た
っ
て

は
、

通
学

環
境

へ
の

配
慮

か
ら

、
学

校
規

模
の

標
準

を
満

た
さ

な
い

高
等

学
校

の
う

ち
、

募
集

停
止

等
に

よ
り

高
等
学

校
へ

の
通

学
が

困
難

な
地

域
が

新
た

に
生

じ
る

こ
と

と
な

る
高

等
学

校
を

地
域

校
と

し
て

配
置

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す
。

　
ま

た
、

更
な

る
少

子
化

が
見

込
ま

れ
る

中
、

入
学

者
数

が
極

め
て

少
な

い
状

況
と

な
っ

た
場

合
等

に
は

、
高

等
学

校
教

育
と

し
て

求
め

ら
れ

る
質

の
確

保
に

支
障
が

生
じ

る
懸

念
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
１

学
級

規
模

の
地

域
校

に
つ

い
て

募
集

停
止

等
を

協
議

す
る

基
準

を
設

け
た
と

こ
ろ

で
す

。
　

な
お

、
協

議
の

際
に

は
、

通
学

が
困

難
と

な
る

地
域

の
生

徒
の

通
学

に
つ

い
て

、
当

該
高

等
学

校
の

所
在

す
る

市
町

村
等

と
連

携
を

図
り

な
が

ら
、

対
応

を
検

討
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

2
7

　
地

域
校

の
募

集
停

止
を

協
議

す
る

基
準

は
い

つ
か

ら
適

用
す

る
の

か
。

　
本

計
画

は
平

成
３

０
年

度
か

ら
の

開
始

と
な
る

た
め

、
１

学
級

規
模

の
地

域
校

に
つ
い

て
当

該
高

等
学

校
が

所
在

す
る

市
町

村
等

と
募

集
停

止
等

を
協

議
す

る
基

準
は

、
平

成
３

０
年

度
か

ら
適

用
す

る
こ

と
と

し
ま

す
。

　
な

お
、

地
域

校
の

所
在

す
る

市
町

村
等

と
は
緊

密
に

連
携

を
図

り
、

入
学

者
数

の
状

況
等

に
つ

い
て

情
報

共
有

を
図

り
ま

す
。

2
8

　
１

学
級

規
模

の
地

域
校

に
つ

い
て

は
、

募
集

人
員

に
対

す
る

入
学

者
数

の
割

合
が

２
年

間
継

続
し

て
２

分
の

１
未

満
と

な
っ

た
場

合
、

当
該

高
等

学
校

の
所

在
す

る
市

町
村

等
と

協
議

す
る

と
し

て
い

る
が

、
こ

の
「

市
町

村
等

」
と

は
、

ど
の

範
囲

ま
で

を
指

す
の

か
。

　
地

域
校

が
募

集
停

止
等

と
な

っ
た

場
合

、
高

等
学

校
教

育
を

受
け

る
機

会
を

確
保

す
る

観
点

か
ら

、
通

学
が

困
難

と
な

る
地

域
の

生
徒

の
通

学
環

境
に

配
慮

す
る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
こ

の
た

め
、

募
集

人
員

に
対

す
る

入
学

者
数

の
割

合
が

２
年

間
継

続
し

て
２

分
の

１
未

満
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

当
該

高
等

学
校

が
所

在
す

る
市

町
村

だ
け

で
は

な
く

、
状

況
に

応
じ

て
、

高
等

学
校

へ
の

通
学

が
困

難
な

地
域

の
あ

る
市

町
村

と
も

募
集

停
止

等
に

向
け

て
協

議
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
「

当
該

高
等

学
校

の
所

在
す

る
市

町
村

等
」

と
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

。

地 域 校

4
 /

 8

8



項
目

№
意

見
等

意
見
等

に
対

す
る

県
教

育
委

員
会

の
考

え
方

2
9

　
協

議
を

経
て

地
域

校
が

募
集

停
止

等
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

通
学

に
つ

い
て

、
市

町
村

等
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

対
応

を
検

討
す

る
と

あ
る

が
、

募
集

停
止

と
な

る
前

か
ら

市
町

村
等

と
の

通
学

に
関

す
る

協
議

が
必

要
な

の
で

は
な

い
か

。

　
高

等
学

校
教

育
を

受
け

る
機

会
を

確
保

す
る
観

点
か

ら
、

地
域

校
が

募
集

停
止

等
と

な
っ

た
場

合
の

通
学

に
つ

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

市
町

村
等

と
協

議
を

進
め

な
が

ら
対

応
を

検
討

す
る

こ
と

と
し

、
基

本
方

針
（

案
）

に
修

正
を

加
え

、
成

案
と

し
て

決
定

し
ま

し
た

。

3
0

　
住

む
地

域
に

よ
っ

て
進

路
の

選
択

肢
が

狭
ま

る
こ

と
が

な
い

よ
う

、
地

域
校

の
教

育
活

動
の

充
実

等
に

取
り

組
ん

で
ほ

し
い

。
　

基
本

方
針

で
は

、
学

校
規

模
の

標
準

を
満
た

さ
な

い
高

等
学

校
の

う
ち

、
募

集
停

止
等

に
よ

り
高

等
学

校
へ

の
通

学
が

困
難

な
地

域
が

新
た

に
生

じ
る

こ
と

と
な
る

高
等

学
校

を
地

域
校

と
し

て
配

置
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
地

域
校

を
含

め
た

小
規

模
校

は
、

生
徒
一

人
一

人
に

対
し

て
、

よ
り

き
め

細
か

な
指

導
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

な
ど

の
利

点
が

あ
る

一
方

、
自

立
し

た
社

会
人

と
し
て

成
長

す
る

た
め

の
様

々
な

体
験

を
重

ね
る

こ
と

が
難

し
い

こ
と

や
、

教
員

数
が

少
な

い
た

め
科

目
の

開
設

等
が

限
ら

れ
る

な
ど

の
課

題
が

あ
り

ま
す

。
こ

の
た

め
、

他
の

高
等

学
校

と
の

連
携

や
Ｉ

Ｃ
Ｔ

の
活

用
等

に
よ

り
、

地
域
校

を
含

め
た

小
規

模
校

に
お

け
る

教
育

活
動

の
充

実
に

取
り

組
み

ま
す

。

3
1

　
地

区
意

見
交

換
会

に
つ

い
て

、
各

地
区

の
幅

広
い

意
見

を
聞

く
た

め
市

町
村

関
係

者
、

Ｐ
Ｔ

Ａ
関

係
者

だ
け

で
な

く
、

商
工

会
・

町
内

会
・

そ
の

他
の

学
校

関
係

者
か

ら
も

意
見

を
聞

い
て

ほ
し

い
。

　
地

区
意

見
交

換
会

（
仮

称
）

に
お

い
て

は
、

市
町

村
や

Ｐ
Ｔ

Ａ
関

係
者

等
を

は
じ

め
、

多
く

の
関

係
者

か
ら

意
見

を
伺

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

委
員

構
成

に
つ
い

て
検

討
し

ま
す

。

3
2

　
高

校
の

統
合

は
避

け
ら

れ
な

い
と

思
う

が
、

吸
収

で
な

く
、

対
等

な
統

合
を

し
て

ほ
し

い
。

で
き

れ
ば

校
名

を
変

え
る

な
ど

、
新

設
校

に
し

て
ほ

し
い

。

　
青

森
県

立
高

等
学

校
将

来
構

想
検

討
会

議
か

ら
、

「
生

徒
が

新
た

な
学

校
で

学
習

す
る

と
い

う
意

識
に

な
る

よ
う

な
統

合
の

方
法

が
望

ま
し

い
」

等
の

意
見

を
い
た

だ
い

た
こ

と
を

踏
ま

え
、

基
本

方
針

の
「

第
３

　
学

校
規

模
・

配
置

の
方

向
性

」
の

「
３

　
全

日
制

課
程

・
定

時
制

課
程

・
通

信
制

課
程

に
お

け
る

学
校

配
置

の
方

向
性

」
に

示
し

た
よ

う
に

、
実

施
計

画
に

よ
る

計
画

的
な

学
校
配

置
を

進
め

る
に

当
た

り
、

統
合

を
行

う
こ

と
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

統
合

の
対

象
と

な
る

高
等

学
校

の
関

係
者

等
に

よ
り

組
織

す
る

開
設

準
備

委
員

会
（

仮
称

）
を

設
置

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

3
3

　
高

等
学

校
間

の
連

携
だ

け
で

は
な

く
、

高
等

学
校

と
中

学
校

と
の

連
携

等
に

も
取

り
組

ん
で

も
ら

い
た

い
。

　
基

本
方

針
の

「
第

４
　

魅
力

あ
る

高
等
学

校
づ

く
り

」
の

「
１

　
学

校
・

家
庭

・
地

域
等

と
の

連
携

の
推

進
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

高
等

学
校

間
の

連
携

だ
け
で

は
な

く
、

小
学

校
・

中
学

校
、

特
別

支
援

学
校

、
大

学
、

家
庭

・
地

域
等

と
の

連
携

に
取

り
組

み
、

生
徒

が
活

力
に

満
ち

た
学

校
生

活
を

送
り

、
夢

や
志

の
実

現
に

向
け

て
成

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

よ
り

魅
力

あ
る

高
等

学
校

づ
く
り

に
取

り
組

む
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

3
4

　
全

県
的

な
バ

ラ
ン

ス
を

考
慮

し
、

郡
部

に
お

け
る

魅
力

あ
る

学
校

づ
く

り
を

考
え

て
ほ

し
い

。
郡

部
校

で
さ

ら
に

部
活

や
大

学
進

学
を

高
め

る
推

進
策

は
な

い
も

の
か

。

　
基

本
方

針
の

「
第

４
　

魅
力

あ
る

高
等
学

校
づ

く
り

」
の

「
１

　
学

校
・

家
庭

・
地

域
等

と
の

連
携

の
推

進
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

小
規

模
校

に
お

い
て

は
、

生
徒
一

人
一

人
に

対
し

て
、

よ
り

き
め

細
か

な
指

導
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

な
ど

の
利

点
が

あ
る

一
方

、
自

立
し

た
社

会
人

と
し

て
成

長
す

る
た

め
の

様
々

な
体

験
を

重
ね

る
こ

と
が

難
し

い
と

い
う

課
題

も
あ

り
ま

す
。

　
こ

の
た

め
、

他
の

高
等

学
校

と
連

携
・

協
力
し

て
学

校
行

事
や

課
外

活
動

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

様
々

な
個

性
や

多
様

な
価

値
観

に
触

れ
、

互
い

を
認

め
合

い
な
が

ら
生

徒
一

人
一

人
の

成
長

を
促

す
教

育
活

動
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

ま
た

、
こ

の
よ

う
な

連
携

に
当

た
っ

て
は

、
生

徒
・

教
員

が
高

等
学

校
間

を
移

動
す

る
際

の
交

通
手

段
や

安
全

性
の

確
保

等
に

取
り

組
む

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

連 携 の 推 進地 域 校

計 画 的 な 学 校 配 置

　 　 　 　 　 に 向 け た 取 組
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項
目

№
意

見
等

意
見
等

に
対

す
る

県
教

育
委

員
会

の
考

え
方

3
5

　
高

等
学

校
に

お
け

る
通

級
指

導
教

室
の

設
置

に
つ

い
て

検
討

す
る

な
ど

、
定

時
制

・
通

信
制

課
程

だ
け

で
な

く
、

全
日

制
課

程
を

含
め

、
配

慮
を

要
す

る
生

徒
を

支
援

す
る

観
点

で
の

計
画

を
策

定
し

て
も

ら
い

た
い

。

　
基

本
方

針
の

「
第

４
　

魅
力

あ
る

高
等
学

校
づ

く
り

」
の

「
１

　
学

校
・

家
庭

・
地

域
等

と
の

連
携

の
推

進
」

に
示

し
た

よ
う

に
、

各
高

等
学

校
に

お
い

て
、

発
達
障

害
等

の
特

別
な

支
援

を
必

要
と

す
る

生
徒

を
受

け
入

れ
、

そ
れ

ぞ
れ

の
実

情
に

応
じ

た
支

援
に

取
り

組
む

た
め

、
特

別
支

援
学

校
と

連
携

し
、

障
害

等
に

関
す

る
教

員
研

修
や

人
事

交
流

等
を

推
進

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
高

等
学

校
に

お
け

る
通

級
に

よ
る

指
導

の
制

度
化

等
、

国
に

お
け

る
制

度
改

正
を

注
視

し
、

高
等

学
校

で
の

特
別

支
援

教
育

の
充

実
を

図
り

ま
す

。

3
6

　
社

会
や

家
庭

環
境

等
の

変
化

が
激

し
い

時
代

に
あ

っ
て

、
地

域
の

子
ど

も
は

地
域

で
育

て
る

と
い

う
観

点
が

求
め

ら
れ

、
学

校
と

地
域

と
の

連
携

が
一

層
重

要
だ

と
考

え
る

。

　
青

森
県

立
高

等
学

校
将

来
構

想
検

討
会

議
の

答
申

に
お

い
て

も
、

「
子

育
て

家
庭

を
取

り
巻

く
環

境
が

大
き

く
変

化
し

、
家

庭
に

お
け

る
教

育
力

の
低

下
が

指
摘
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

地
域

に
お

け
る

活
動

や
交

流
の

減
少

な
ど

、
住

民
同

士
の

つ
な

が
り

の
希

薄
化

か
ら

地
域

に
お
け

る
教

育
力

の
低

下
も

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
中

、
子

ど
も

た
ち

が
地

域
へ

の
愛

着
や

誇
り

を
持

つ
こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
学

校
・

家
庭

・
地

域
が

一
体

と
な

っ
て

子
ど

も
た

ち
の

学
び

や
育

ち
を

支
援

す
る

こ
と

が
求

め
ら
れ

る
。

特
に

、
高

等
学

校
に

お
い

て
は

、
地

域
の

人
的

・
物

的
資

源
を

活
用

し
な

が
ら

、
生

徒
が

自
ら

地
域

に
お

け
る

課
題
を

発
見

し
、

そ
の

解
決

に
取

り
組

む
な

ど
の

教
育

実
践

を
通

し
て

、
地

域
を

支
え

る
人

財
と

し
て

成
長

す
る

こ
と

が
求
め

ら
れ

る
。

」
と

の
提

言
が

示
さ

れ
て

い
ま

す
。

　
基

本
方

針
で

は
、

こ
の

提
言

を
踏

ま
え

、
地

域
の

人
的

・
物

的
資

源
を

活
用

し
な

が
ら

、
自

ら
地

域
に

お
け

る
課

題
を

発
見

し
、

そ
の

解
決

に
取

り
組

む
な
ど

の
教

育
実

践
を

進
め

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

3
7

　
学

級
数

が
少

な
く

な
っ

て
も

、
教

員
配

置
を

充
実

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

開
設

す
る

科
目

数
を

確
保

し
て

も
ら

い
た

い
。

　
「

公
立

高
等

学
校

の
適

正
配

置
及

び
教

職
員

定
数

の
標

準
等

に
関

す
る

法
律

」
に

よ
り

、
高

等
学

校
の

教
職

員
数

は
募

集
人

員
に

よ
っ

て
定

め
ら

れ
て

お
り

、
工

夫
し

て
教

職
員

を
配

置
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

。
　

な
お

、
特

色
あ

る
学

校
づ

く
り

の
推

進
に
向

け
た

教
職

員
配

置
の

充
実

等
に

つ
い

て
、

引
き

続
き

、
国

に
対

し
て

働
き

か
け

て
い

き
ま

す
。

3
8

　
集

約
さ

れ
た

学
校

に
つ

い
て

は
、

予
算

を
か

け
て

さ
ら

に
充

実
す

る
よ

う
配

慮
し

て
ほ

し
い

。
　

基
本

方
針

の
「

第
４

　
魅

力
あ

る
高

等
学

校
づ

く
り

」
の

「
２

　
教

育
活

動
の

充
実

に
向

け
た

取
組

」
に

示
し

た
よ

う
に

、
高

等
学

校
の

統
合

に
よ

り
複

数
の

学
科
を

有
す

る
高

等
学

校
を

設
置

す
る

際
に

は
、

各
学

科
の

専
門

性
の

確
保

に
向

け
た

施
設

・
設

備
の

整
備

を
進

め
る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

3
9

　
少

子
化

の
対

応
と

し
て

、
全

国
か

ら
の

生
徒

募
集

は
検

討
し

な
い

の
か

。
　

全
国

か
ら

の
生

徒
募

集
に

つ
い

て
は

、
魅

力
あ

る
学

科
の

設
置

や
全

国
か

ら
生

徒
を

受
け

入
れ

る
市

町
村

の
主

体
的

な
取

組
、

卒
業

後
の

進
路

へ
の

対
応

を
含

め
た
教

育
環

境
の

充
実

が
求

め
ら

れ
ま

す
。

　
ま

た
、

青
森

県
立

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
に

お
い

て
、

他
都

道
府

県
か

ら
の

出
願

に
つ

い
て

は
、

現
在

、
保

護
者

の
転

勤
、

転
居

に
よ

り
、

志
願

者
が

高
等
学

校
の

入
学

日
ま

で
に

保
護

者
と

と
も

に
青

森
県

内
に

居
住

す
る

こ
と

等
の

場
合

、
出

願
承

認
申

請
手

続
を

経
て

出
願

す
る
こ

と
が

で
き

る
と

し
て

お
り

ま
す

。
　

こ
の

よ
う

に
、

全
国

か
ら

の
生

徒
募

集
に
関

す
る

課
題

が
多

岐
に

わ
た

る
こ

と
か

ら
、

本
県

高
等

学
校

教
育

を
取

り
巻

く
状

況
の

変
化

を
踏

ま
え

な
が

ら
、

全
国
か

ら
生

徒
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

教
育

環
境

の
整

備
や

、
現

在
の

生
徒

募
集

の
在

り
方

を
変

更
す

る
必

要
が

あ
る

か
ど

う
か

を
含

め
た

検
討

が
必

要
と

考
え

ま
す

。

連 携 の 推 進 教 育 活 動 の 充 実
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項
目

№
意

見
等

意
見
等

に
対

す
る

県
教

育
委

員
会

の
考

え
方

計 画 公 表 時 期

4
0

　
青

森
県

立
高

等
学

校
教

育
改

革
推

進
計

画
期

間
内

に
高

等
学

校
に

進
学

す
る

生
徒

に
と

っ
て

、
統

合
等

の
時

期
に

よ
り

、
進

路
選

択
等

に
支

障
が

生
じ

な
い

か
心

配
し

て
い

る
。

　
第

１
期

実
施

計
画

に
つ

い
て

は
、

平
成

３
０
年

度
以

降
に

高
校

に
入

学
す

る
生

徒
の

進
路

選
択

に
支

障
が

生
じ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
可

能
な

限
り

早
い

段
階

で
策

定
・

公
表

し
ま

す
。

4
1

　
地

域
校

と
な

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
地

区
で

の
説

明
が

求
め

ら
れ

る
。

地
域

住
民

の
声

を
聞

く
機

会
を

増
や

し
て

ほ
し

い
。

4
2

　
生

徒
の

た
め

に
、

確
か

な
教

育
環

境
を

整
備

す
る

こ
と

の
必

要
性

、
そ

の
た

め
の

適
正

な
学

級
規

模
が

必
要

で
あ

る
こ

と
を

募
集

停
止

と
な

る
よ

う
な

学
校

の
関

係
者

・
地

域
に

十
分

に
理

解
し

て
も

ら
う

努
力

を
継

続
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

4
3

　
高

等
学

校
教

育
に

つ
い

て
県

民
に

よ
り

関
心

を
持

っ
て

も
ら

う
た

め
、

小
学

校
等

の
保

護
者

に
対

し
基

本
方

針
（

案
）

の
説

明
会

を
行

う
こ

と
を

検
討

し
て

も
ら

い
た

い
。

4
4

　
基

本
方

針
（

案
）

の
内

容
を

こ
れ

か
ら

高
等

学
校

に
入

学
す

る
小

学
生

や
中

学
生

の
保

護
者

に
理

解
し

て
も

ら
う

た
め

、
地

区
懇

談
会

や
パ

ブ
リ

ッ
ク

・
コ

メ
ン

ト
に

つ
い

て
広

く
周

知
す

る
必

要
が

あ
る

の
で

は
な

い
か

。

4
5

　
高

等
学

校
教

育
に

つ
い

て
県

民
に

よ
り

関
心

を
持

っ
て

も
ら

う
た

め
、

小
学

生
・

中
学

生
を

対
象

に
高

等
学

校
教

育
に

関
す

る
意

識
調

査
を

す
る

こ
と

や
、

基
本

方
針

（
案

）
の

説
明

会
を

小
学

校
・

中
学

校
・

高
等

学
校

の
会

合
で

行
う

こ
と

を
検

討
し

て
も

ら
い

た
い

。

4
6

　
基

本
方

針
（

案
）

等
に

つ
い

て
、

地
区

懇
談

会
だ

け
で

な
く

、
直

接
保

護
者

に
説

明
す

る
機

会
も

設
け

て
も

ら
い

た
い

。

私 立 高 校 と の 関 係

4
7

　
生

徒
数

の
減

少
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

私
立

高
等

学
校

と
の

関
係

は
ど

う
な

っ
て

い
る

の
か

。
　

私
立

高
等

学
校

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
建

学
の
精

神
に

基
づ

き
、

特
色

あ
る

教
育

活
動

に
取

り
組

み
、

県
立

高
等

学
校

と
と

も
に

本
県

の
教

育
に

お
い

て
大

き
な

役
割
を

果
た

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

　
ま

た
、

「
公

立
高

等
学

校
の

適
正

配
置

及
び

教
職

員
定

数
の

標
準

等
に

関
す

る
法

律
」

の
第

４
条

に
お

い
て

、
「

都
道

府
県

は
、

高
等

学
校

の
教

育
の

普
及
及

び
機

会
均

等
を

図
る

た
め

、
そ

の
区

域
内

の
公

立
の

高
等

学
校

の
配

置
及

び
規

模
の

適
正

化
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
都

道
府

県
は

、
そ

の
区

域
内

の
私

立
の

高
等

学
校

並
び

に
公

立
及

び
私

立
の

中
等

教
育

学
校
の

配
置

状
況

を
充

分
に

考
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

」
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
　

こ
れ

ら
の

こ
と

を
踏

ま
え

、
県

立
高

等
学

校
と

私
立

高
等

学
校

の
募

集
人

員
に

つ
い

て
は

、
双

方
の

共
通

理
解

に
努

め
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

説 明 の 機 会

　
基

本
方

針
の

「
第

５
　

県
民

の
理

解
と

協
力
の

下
で

の
県

立
高

等
学

校
教

育
改

革
の

推
進

」
の

冒
頭

に
示

し
た

よ
う

に
、

本
計

画
の

策
定

・
推

進
に

当
た

っ
て

は
、

県
立

高
等

学
校

教
育

改
革

に
関

す
る

情
報

を
広

く
提

供
し

、
多

く
の

意
見

を
伺

い
な

が
ら

、
県

民
の

理
解

と
協

力
の
下

、
取

り
組

む
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

　
こ

の
こ

と
か

ら
、

地
区

懇
談

会
等

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

県
教

育
委

員
会

の
広

報
紙

を
は

じ
め

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
、

新
聞

、
ラ

ジ
オ

等
で

の
周

知
に

加
え

、
各

Ｐ
Ｔ

Ａ
や

市
町

村
教

育
委

員
会

等
に

も
お

知
ら

せ
し

た
と

こ
ろ

で
す

。
　

本
計

画
は

、
平

成
３

０
年

度
を

開
始
年

度
と

し
て

お
り

、
将

来
高

校
生

と
な

る
児

童
・

生
徒

の
保

護
者

等
に

基
本

方
針

（
案

）
の

内
容

等
に

つ
い

て
御

理
解

い
た
だ

き
た

い
と

考
え

、
各

Ｐ
Ｔ

Ａ
や

各
市

町
村

教
育

委
員

会
教

育
長

に
対

し
、

要
請

に
応

じ
て

説
明

に
伺

う
旨

周
知

し
、

複
数

の
団

体
に

御
説

明
し

た
と

こ
ろ

で
す

。
　

ま
た

、
青

森
県

立
高

等
学

校
将

来
構

想
検

討
会

議
で

の
検

討
の

参
考

と
す

る
た

め
、

県
内

の
中

学
生

、
高

校
生

、
保

護
者

等
を

対
象

と
し

た
高

等
学

校
教

育
に

関
す

る
意

識
調

査
を

平
成

２
６

年
に

実
施

し
て

お
り

ま
す

が
、

基
本

方
針

の
「

第
５

　
県

民
の

理
解

と
協

力
の

下
で

の
県

立
高

等
学

校
教

育
改

革
の

推
進

」
の

「
２

　
本

県
高

等
学

校
教

育
の

充
実

に
向

け
た

継
続

的
な

検
証

」
に

示
し

た
よ

う
に

、
今

後
と

も
、

生
徒

や
保

護
者

等
を

対
象

と
し

た
高

等
学

校
教

育
に

関
す

る
意

識
調

査
等

を
行

い
な

が
ら

、
各

取
組

の
成

果
や

有
効

性
に

つ
い

て
継

続
的

に
検

証
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

7
 /

 8
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項
目

№
意

見
等

意
見
等

に
対

す
る

県
教

育
委

員
会

の
考

え
方

4
8

　
未

来
を

担
う

子
ど

も
た

ち
が

等
し

く
夢

や
志

の
実

現
に

向
け

て
成

長
で

き
る

高
等

学
校

教
育

が
損

な
わ

れ
な

い
よ

う
、

市
部

と
郡

部
と

の
均

衡
あ

る
学

校
配

置
の

観
点

か
ら

、
今

別
校

舎
の

存
続

に
つ

い
て

配
慮

し
て

も
ら

い
た

い
。

4
9

　
西

北
地

区
の

学
校

配
置

に
つ

い
て

、
五

所
川

原
市

、
つ

が
る

市
だ

け
で

な
く

、
西

津
軽

郡
、

北
津

軽
郡

に
も

学
校

を
配

置
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
し

た
青

森
県

立
高

等
学

校
将

来
構

想
検

討
会

議
の

答
申

は
大

変
重

い
も

の
で

あ
る

と
考

え
る

の
で

、
実

施
計

画
に

お
い

て
も

十
分

に
踏

ま
え

て
も

ら
い

た
い

。

5
0

　
学

校
規

模
の

標
準

を
一

律
に

当
て

は
め

る
の

で
は

な
く

、
西

北
地

区
の

地
理

的
状

況
を

勘
案

し
、

特
段

の
配

慮
を

し
て

も
ら

い
た

い
。

　
基

本
方

針
の

「
第

３
　

学
校

規
模

・
配

置
の

方
向

性
」

の
「

１
　

全
日

制
課

程
に

お
け

る
計

画
的

な
学

校
規

模
・

配
置

に
当

た
っ

て
の

観
点

」
で

は
、

各
高
等

学
校

に
お

い
て

生
徒

一
人

一
人

が
こ

れ
か

ら
の

時
代

に
求

め
ら

れ
る

力
を

身
に

付
け

る
た

め
、

特
色

あ
る

教
育

活
動

を
充

実
さ

せ
る

と
と

も
に

、
一

定
の

学
校

規
模

を
維

持
す

る
こ

と
に

よ
り

、
本

県
高

等
学

校
教

育
全

体
の

質
の

確
保

・
向

上
を

図
る

こ
と

か
ら

、
学

校
規

模
の

標
準

を
示

し
た

と
こ

ろ
で

す
。

　
な

お
、

学
校

規
模

の
標

準
は

、
充

実
し

た
教

育
活

動
の

目
安

と
な

る
も

の
で

あ
り

、
具

体
的

な
学

校
規

模
・

配
置

に
つ

い
て

は
、

地
区

意
見

交
換

会
（

仮
称

）
の
開

催
等

に
よ

り
、

県
民

の
方

々
か

ら
広

く
意

見
を

伺
い

な
が

ら
、

第
１

期
実

施
計

画
に

お
い

て
決

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

5
1

　
三

沢
商

業
高

等
学

校
は

本
県

の
商

業
教

育
の

拠
点

校
と

し
て

位
置

づ
け

ら
れ

る
と

認
識

し
て

い
る

。
　

青
森

県
立

高
等

学
校

将
来

構
想

検
討

会
議
に

お
け

る
商

業
科

の
拠

点
校

に
関

す
る

議
論

で
は

、
商

業
科

の
拠

点
校

は
県

全
体

に
お

け
る

商
業

教
育

を
と

り
ま

と
め
る

役
割

が
求

め
ら

れ
、

各
商

業
高

校
と

連
携

し
て

県
全

体
の

商
業

教
育

の
質

の
確

保
・

向
上

を
図

る
こ

と
が

期
待

さ
れ
る

と
の

意
見

が
あ

り
、

同
会

議
か

ら
の

答
申

に
お

い
て

、
東

青
地

区
に

商
業

科
の

拠
点

校
を

設
置

す
る

こ
と

が
望

ま
し
い

と
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

す
。

　
こ

の
こ

と
を

踏
ま

え
、

拠
点

校
に

つ
い

て
、

そ
の

観
点

や
候

補
校

等
を

試
案

と
し

て
公

表
し

た
と

こ
ろ

で
す

が
、

具
体

的
な

学
校

配
置

に
つ

い
て

は
、

地
区
意

見
交

換
会

（
仮

称
）

の
開

催
等

に
よ

り
、

試
案

の
内

容
を

含
め

、
県

民
の

方
々

か
ら

広
く

意
見

を
伺

い
な

が
ら

、
第

１
期

実
施

計
画

に
お

い
て

決
定

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

5
2

　
将

来
構

想
検

討
会

議
の

答
申

で
は

、
三

八
地

区
の

拠
点

校
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

な
経

緯
で

工
業

科
と

示
さ

れ
た

の
か

。
　

青
森

県
立

高
等

学
校

将
来

構
想

検
討

会
議
の

三
八

地
区

部
会

に
お

い
て

は
、

地
区

内
の

中
学

校
卒

業
予

定
者

数
や

中
学

生
の

ニ
ー

ズ
、

地
域

の
産

業
構

造
の

特
性
等

を
考

慮
し

て
検

討
が

重
ね

ら
れ

、
答

申
で

は
工

業
科

の
拠

点
校

を
設

置
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
さ

れ
ま

し
た

。
　

ま
た

、
農

業
科

、
商

業
科

及
び

水
産
科

に
つ
い

て
は

、
中

学
生

の
進

路
の

選
択

肢
と

し
て

維
持

す
る

た
め

の
方

策
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
と

さ
れ

ま
し

た
。

　
こ

の
こ

と
を

踏
ま

え
、

拠
点

校
に

つ
い

て
、

そ
の

観
点

や
候

補
校

等
を

試
案

と
し

て
公

表
し

た
と

こ
ろ

で
す

が
、

具
体

的
な

学
校

配
置

に
つ

い
て

は
、

地
区
意

見
交

換
会

（
仮

称
）

の
開

催
等

に
よ

り
、

県
民

の
方

々
か

ら
広

く
意

見
を

伺
い

な
が

ら
、

第
１

期
実

施
計

画
に

お
い

て
決

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

5
3

　
地

区
意

見
交

換
会

の
委

員
に

は
三

戸
郡

の
関

係
者

も
入

り
、

三
八

地
区

内
の

バ
ラ

ン
ス

を
と

っ
て

も
ら

い
た

い
。

　
地

区
意

見
交

換
会

（
仮

称
）

に
お

い
て

は
、

様
々

な
立

場
の

方
か

ら
広

く
意

見
を

伺
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
地

域
の

バ
ラ

ン
ス

を
考

慮
し

な
が

ら
、

委
員
構

成
に

つ
い

て
検

討
し

ま
す

。

　
基

本
方

針
の

「
第

３
　

学
校

規
模

・
配

置
の

方
向

性
」

の
「

１
　

全
日

制
課

程
に

お
け

る
計

画
的

な
学

校
規

模
・

配
置

に
当

た
っ

て
の

観
点

」
に

示
し

た
よ

う
に
、

学
校

配
置

に
当

た
っ

て
は

「
高

等
学

校
教

育
を

受
け

る
機

会
の

確
保

」
と

「
充

実
し

た
教

育
環

境
の

整
備

」
の

二
つ

の
観

点
を

考
慮

し
な

が
ら

検
討

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
同

じ
く

、
「

３
　

全
日

制
課

程
・

定
時

制
課

程
・

通
信
制

課
程

に
お

け
る

学
校

配
置

の
方

向
性

」
に

示
し

た
よ

う
に

、
計

画
的

な
学

校
配

置
に

当
た

っ
て

は
、

公
共

交
通

機
関
等

の
利

便
性

等
を

考
慮

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

学
校

規
模

の
標

準
を

満
た

さ
な

い
高

等
学

校
の

う
ち

、
募

集
停

止
等

に
よ

り
高

等
学

校
へ

の
通

学
が

困
難

な
地

域
が

新
た

に
生

じ
る

こ
と

と
な

る
高

等
学

校
を

地
域

校
と

し
、

地
域
に

お
け

る
通

学
状

況
を

考
慮

し
た

上
で

配
置

す
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
具

体
的

な
学

校
配

置
等

に
つ
い

て
は

、
青

森
県

立
高

等
学

校
将

来
構

想
検

討
会

議
の

答
申

及
び

基
本

方
針

を
踏

ま
え

、
地

区
意

見
交

換
会

（
仮

称
）

の
開

催
等

に
よ

り
、

県
民

の
方

々
か

ら
広

く
意

見
を

伺
い

な
が

ら
、

第
１

期
実

施
計

画
に

お
い

て
決

定
す

る
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

個 別 の 学 校 に 関 す る 意 見 等

8
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青森県立高等学校教育改革推進計画基本方針（案）の修正内容 

 

１ 

項目 はじめに 

基本方針（案）の内容 この答申を踏まえ、将来、高等学校教育を受けることとなる子ど

もたちのための教育環境について検討を重ね、この度、青森県立高

等学校教育改革推進計画基本方針（案）を公表しました。 

本基本方針の策定に当たり、県民の皆様に直接御説明した上で御

意見を伺う機会として地区懇談会を開催するとともに、パブリッ

ク・コメントを実施するなど、より多くの御意見等をいただきなが

ら検討を重ねてまいりますので、御協力をお願いします。 

基本方針（成案）の内容 【修正】 
この答申を踏まえ、将来、高等学校教育を受けることとなる子ど

もたちのための教育環境について検討を重ね、平成２８年５月１１

日に青森県立高等学校教育改革推進計画基本方針（案）を公表しま

した。 

基本方針（案）については、５月１２日から６月１０日までの３

０日間パブリック・コメントを実施するとともに、県民の皆様に直

接御説明した上で御意見を伺う機会として地区懇談会を開催する

など、多くの御意見等をいただきながら検討を重ね、基本方針とし

て取りまとめました。 

 

 今後は、本基本方針を踏まえるとともに、引き続きより多くの御

意見をいただきながら、本県の未来をつくる人財を育成するための

高等学校教育を推進してまいりますので、県民の皆様の御理解と御

協力をお願いいたします。 

修正の理由 ※ パブリック・コメント及び地区懇談会が終了したことから、記

載内容を修正。 

 

２ 

項目 第１ 計画策定の趣旨 

１ 背景（ｐ１） 

基本方針（案）の内容 一方、中学校卒業者数は、第１次実施計画前の平成１１年３月に

は１９，６２２人であったものが、平成２９年３月には１２，３４

３人に減少し、さらに平成３９年３月までの１０年間で約３，１０

０人の減少が見込まれます。 

基本方針（成案）の内容 【修正】 
一方、中学校卒業者数は、第１次実施計画前の平成１１年３月に

は１９，６２２人であったものが、平成２９年３月には１２，３５

２人に減少し、さらに平成３９年３月までの１０年間で約３，１０

０人の減少が見込まれます。 

修正の理由 ※ 中学校卒業者数を平成２８年５月１日現在の児童・生徒数を基

に推計。 
 
 

 

参考資料４ 
議案第１号関係 
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３ 

項目 第３ 学校規模・配置の方向性 

 ３ 全日制課程・定時制課程・通信制課程における学校配置の方向性

  （１） 計画的な学校配置（ｐ１２） 

基本方針（案）の内容 なお、協議を経て募集停止等となった場合には、通学が困難とな

る地域の生徒の通学について、当該高等学校の所在する市町村等と

連携を図りながら、対応を検討します。 

基本方針（成案）の内容 【修正】 
なお、協議の際には、通学が困難となる地域の生徒の通学につい

て、当該高等学校の所在する市町村等と連携を図りながら、対応を

検討します。 

修正の理由 ※ 通学が困難となる地域の生徒の通学については、募集停止とな

る前から当該高等学校の所在する市町村等と連携を図る必要が

あることから、記載内容を修正。 
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参 考 資 料 
議案第２号関係 

県立特別支援学校の学科の設置及び廃止について 

 

１ 学科の設置 

学校名 部 学科 修業年限 障害種別 

青森県立八戸高等支援学校 高等部 
普通科 

三年 知的障害 
産業科 

 
※設置学科の内容 

普通科（八戸第二養護学校から分離移設） 産業科（新設） 
「生活」、「社会」、「職業」の３コースを

設け、生徒一人一人の資質や個性を十分

に発揮できる実践的な学習を進めます。

自身に期待されている役割に進んで取

り組み、できること、認められること、

役に立つことの喜びを味わい、自信を持

って活動できる生徒を育てます。 

「環境・オフィスサービス」、「フードサ

ービス」の２コースを設け、専門的かつ

実践的な学習を進めます。働くことへの

意欲・態度・技能の向上に努め、自己実

現に向けて物事を主体的に判断・選択・

決定できる生徒を育てます。 

 
 
２ 学科の廃止 

＜高等部の分離移設前＞ 

学校名 部 学科 修業年限 障害種別 

青森県立八戸第二養護学校 
小学部  六年 

知的障害 中学部  三年 
高等部 普通科 三年 

 
 

＜高等部の分離移設後＞ 

学校名 部 学科 修業年限 障害種別 

青森県立八戸第二養護学校 
小学部  六年 

知的障害 
中学部  三年 
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【参考資料】議案第７号関係 

遠山家
とおやまけ

日記
に っ き

 

 

１ 文化財の種別   県重宝（歴史資料） 

 

２ 名称及び員数   遠山家日記 １１１点 

 

３ 所在地      八戸市大字糠塚字下道２の１（八戸市立図書館） 

 

４ 所有者      八戸市 

 

５ 由緒及び沿革 

   八戸藩士遠山家の７代目庄右衛門が家督を継いだ翌年、寛政４年（１７９２）か

ら書き始め、代々遠山家の当主が書き継いできたものであり、大正８年（１９１９）

までの１２７年間続いている。遠山家は２代藩主南部直政の時、江戸で召し抱えら

れた藩士で、江戸勤務が長く、寛政３年（１７９１）頃から八戸に移り住んだ。遠

山家の知行高は１２５石で、２万石の大名である八戸藩の中では上級藩士に属する。

この庄右衛門は家老を務めた中里清右衛門の子で、６代目七蔵の養子となった。遠

山家は江戸勤務では、藩主の近習、用人的職務を務め、国元に下ってからは、目付

や寺社町奉行などの藩の中枢的役職を努めた。 

 

６ 現況 

八戸市立図書館に所蔵されている。一部に虫損がみられるが、保存状態は良好で

ある。 

 

７ 指定事由 

   江戸時代の武士が書き始めた日記で、明治以後も当主が大正まで１２７年間書き

継がれてきたものは、全国的に見ても類がなく、非常に貴重である。江戸時代の武

士個人の生活記録としての意義にとどまらず、八戸藩の政治の動きや、江戸時代の

経済、社会の動きを知る上でも重要な史料である。 
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   写真１（寛政４年（１７９２）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真２（安政５年（１８５８年）） 
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津軽
つ が る

塗
ぬり

 

 

１ 文化財の種別   県技芸 

 

２ 名称       津軽塗 

 

３ 保持団体     津軽塗技術保存会 

 

４ 由緒及び沿革 

   津軽塗はおおよそ元禄年間（１６８８～１７０４）に弘前藩４代藩主津軽信政が、

藩内産業の活性化及び文化の向上を目指して他藩から塗師を招き入れ、その技術が

元になったと言われている。しかし、それ以前にも「弘前藩庁国日記」に塗の名称

が記載されていることから、この地域の多くの塗師達によって創造されてきたと思

われる。津軽塗の呼称は明治以後、他産地との区別が必要となり固定化されてきた

と言われている。以後、漆器樹産会社が設立され経済好況に伴って発展し産地基盤

が築かれた。その後の世界的恐慌などの影響を受け、高級品から大衆向けの製品開

発に変化し、戦後の好景気の波に乗り現在の基礎を築いた。昭和５０年（１９７５）

当時の通商産業省（現：経済産業省）により津軽塗の４技法（唐塗、ななこ塗、紋

紗塗、錦塗）が伝統的工芸品の指定を受けた。 

 

５ 現況 

   平成１３年に設立された津軽塗技術保存会が、弘前市と連携し津軽塗技術の保存

や伝承をおこなっている。 

 

６ 指定事由 

   津軽塗の技法は「研ぎ出し変わり塗」であり、仕掛け漆を用いた「唐塗」の技法

を基本としたものと、表面張力が強く粘度が低い漆を用いた「ななこ塗」の技法を

基本としたものがある。この２つの基本技法を基に、さらに複合させたり、描き文

様を加えたりすることで多種多様な文様を生み出す津軽塗は、日本漆工史の中でも

特筆すべき重要な技法である。通常の漆器は花鳥風月の文様が描かれる物が多いが、

津軽塗の技法は、抽象的で華麗な彩色文様を特徴にしている。抽象的な彩色により、

その表現様式は無限に考えられる発展性も有しているため、伝統的な技法でも現代

に即した表現も可能となっている。また、研ぎ出し変わり塗であるため、研ぎの技

術が緻密で高い精度を要求され、その技術力は他産地と比較しても高い水準にある。 

    他産地にはない特徴を数多く備えており、十分に指定に値する。 
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代表的な津軽塗技法の種類 
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                                ななこ塗 

 

 

 

 

 

 

 

                                錦塗 

 

 

 

 

 

 

 

                                紋紗塗 
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津軽塗技術保存会 

 

１ 認定する保持団体の名称  津軽塗技術保存会 代表者 会長 岩谷 武治 

 

２ 保持する県技芸の名称   津軽塗 

 

３ 概要 

   津軽塗技術保存会は、津軽塗の品格と技術の保存と向上を図ることを目的とした

団体である。 

   この目的を達成するために、津軽塗の技術に関する記録及び保存、調査や研究、

伝承者の養成、その他必要とされる様々な事業に取り組んでいる。 

 

４ 沿革 

  平成１３年度  津軽塗技術保存会設立 

  平成１４年度～ 県重宝「津軽漆塗手板５１４枚５４８面」で用いられた技法の調

査、解析を行い、技法の再現を実施 

  平成１９年度  再現技法の成果発表会を実施（６６技法を再現） 

  平成２１年度  文化庁ふるさと文化再興事業（古津軽塗技法の再現）実施 

  平成２２年度  芸術文化振興基金助成事業（古津軽塗技法の再現）実施 

  平成２３年度～ 津軽塗技術保存伝承事業（国庫補助事業）実施 

 

５ 現況 

   平成２３年度から津軽塗技術保存会伝承事業（国庫補助事業）を実施し、伝承者

の育成や技術研究等を行っている。伝承者育成では、塗技術及び木地技術の研修を

行い、研修生を指導するとともに育成カリキュラムを作成し、技術伝承の体制作り

に努めており、その研修結果の場として毎年１回成果品の発表会を行っている。技

術研究では、古津軽塗と現代の津軽塗を比較研究する等体系的な整理を行い、再現

技法を活用した技術の向上に取り組んでいる。 

 

６ 認定事由 

   当該保存会の主たる構成員である正会員は、伝統的技法に基づく津軽塗漆器製作

に２０年以上従事し、またはそれに相当する津軽塗技術を有し、この会の総会出席

者の過半数の賛成をもって会員となることを認められた者であり、津軽塗技術を十

分に有している。このため、県技芸「津軽塗」の保持団体として認定に値するもの

である。 
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津軽塗技術保存会会則 
 

（総則） 

第１条 本会は、名称を「津軽塗技術保存会」（以下「会」という）とする。 

 

（目的） 

第２条 会は、津軽塗の品格と技術の保存と向上を目的とする。 

  

（事業） 

第３条 会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）津軽塗技術の記録及び保存 

（２）津軽塗技術の向上のための調査及び研究 

（３）津軽塗技術の伝承者の養成 

（４）その他、会の目的達成のため必要な事業 

 

（組織） 

第４条 会は、次の各号のいずれかに該当するものをもって組織する。 

（１）津軽塗技術者として伝統的技法に基づく製作に２０年以上従事し、または、それ

に相当する技術を有し、この会の総会の出席者の過半数の賛成をもって会員となる

ことを認められた者（以下正会員とする）。 

（２）正会員でありながら、この会の事業に何らかの事情で参加できないもので、所定

の会費を納める者（以下協力会員とする）。 

（３）津軽塗技術及び日本の漆工技術について見識を有する者で、この会の総会の出席

者の過半数の賛成をもって会員となることを認められた者（以下、学識経験者会員）。 

（４）津軽塗技術について関係する行政等の関係組織（以下、行政会員）。 

  第１号から第４号までを総称して、以下会員とする。 

 ２ 正会員から前項第２号及び第３号へ変更を希望する場合は、会長に変更承認申請

書を提出し、会長の承認により変更することができる。 

 

（役員） 

第５条 会に、次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 ２名 

（３）理 事 ４名（再現部門、後継者育成部門、技術研修部門、展示発表部門） 

（４）監 事 ２名 

 

（役員の選任） 

第６条 役員は、総会において選任する。 
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（役員の任務） 

第７条 会長は、会を代表し、会務を総理する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務 

を代行する。 

 ３   理事は、会の事業（再現、後継者養成、技術研修、展示発表）その他運営に関す

る重要事項等を審議する。 

 ４ 監事は、会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、就任後２年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結のとき 

までとする。 

 ２ 任期満了前に退任した役員の補欠として、又は増員により選任された役員の任 

期は前任者又は他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。 

 

（会議） 

第９条 会の会議は、総会・役員会とし、会長が招集してその議長となる。 

 ２ 総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は事業年度末日の翌日から３か月以

内に招集し、本会の運営に関する重要事項等を決議する。臨時総会は必要に応じて

招集する。 

 ３ 役員会は、総会に提案する議事等を審議し、また、本会の運営に関する重要事項 

等を審議する。 

 ４ 総会の決議は、出席した会員の過半数の賛成をもって決する。 

 ５ 本条第２項及び第３項における重要事項等とは、次の事項とする。 

（１）会則の制定及び改正に関すること。 

（２）会員の入会除名に関すること。 

（３）第３条に規定する事業の実施および報告に関すること。 

（４）その他会長が必要と認める事項に関すること。 

 ６ 会員が出席できないときは、委任状により代理人を会議に出席させることができ 

る。 

７ 議長は、必要に応じて会員以外の者を会議に出席させることができる。 

 

（事業年度） 

第１０条 会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとし、事業年度の末

日をもって決算期とする。 

 

（事務局） 

第１１条 会の事務局は、弘前市大字賀田１－１－１弘前市教育委員会文化財課におく。 

 ２ 事務局の職員は、津軽塗技術保存会会員及び関係機関の職員から若干名をもって

充てるものとする。 
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（会費） 

第１２条 会の会費等は、入会費５,０００円であり、年会費は各々以下とする。 

 ２ 正会員及び協力会員の年会費は１０，０００円とする。 

 ３ 学識経験者会員の年会費は６，０００円とする。 

 ４ 退会時に入会費は返納しない。 

 

（会員資格の喪失） 

第１３条 会員が次に該当するときは、その資格を喪失する。 

 １ 退会届を提出したとき。 

 ２ 除名されたとき。 

 

（退会） 

第１４条 会員は、退会届を会長に提出し、会長の承認により退会することができる。 

 

（除名） 

第１５条 会員が次に該当するときは、総会の出席者の４分の３以上の賛成によりこれ

を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機

会を与えなければならない。 

（１）会則に違反したとき。 

 （２）会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（３）継続して会費を２年以上滞納したとき。 

 

（その他） 

第１６条 この規則に定めるものの他、会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に 

はかって定める。 

 

 

 附 則（制定 平成１３年１０月５日） 

  この会則は、平成１３年１０月５日より施行する。 

     

附 則（一部改正 平成２７年６月３０日） 

    この会則は、平成２７年６月３０日より施行する。 
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津軽塗技術保存会会員名簿 

1 正会員   会長 岩谷 武治 

2 〃     副会長 今  照芳 

3 〃     副会長 木村 正人 

4 〃     理事 蒔苗 太 

5 〃     理事 佐々木 柾勇喜 

6 〃     理事 沢田 宏 

7 〃     理事 鈴木 滋 

8 〃     監事 坂本 彰彦 

9 〃     監事 白川 勝義 

10 〃     鈴木 孝 

11 〃     今  年人 

12 〃     木村 昭文 

13 〃 白川 明美 

14 〃 松山 継道 

15 〃 宮腰 清次郎 

16 〃 須々田 清彦 

17 〃 工藤 俊広 

18 〃 工藤 健蔵 

19 賛助会員 青森県漆器協同組合連合会 

20 〃 土屋 薫 

21 〃 ㈲中弘クラフト 

22 〃 ㈱たなか銘産 

23 学識者会員 望月 好夫 

24 行政会員 弘前市教育委員会文化財課長 

25 〃 弘前市商工政策課長 

26 〃 弘前市立博物館長 

27 〃（弘前地域研究所） 小松 勇 

（事務局） 

弘前市賀田１－１－１ 弘前市教育委員会内 
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